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午後３時００分開会 

○委員長  ただいまから、本年第１２回足立区教育

委員会定例会を開催いたします。 

 本日の出席委員数は定足数ですので、会議は成

立しています。 

―――――――――◇―――――――― 

○委員長  初めに、会議録署名委員の指名をいたし

ます。 

 本日の会議録署名に、小川清美委員、桑原委員

を御指名いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

―――――――――◇―――――――― 

○委員長  それでは、これより審議に入ります。 

 日程第１、第６４号議案を議題といたします。 

 庶務係長、お願いいたします。 

○庶務係長  日程第１、第６４号議案、足立区にお

ける保育の実施等に関する条例の一部を改正する

条例の進達について。 

 以上。 

○委員長  第６４号議案については、三橋子ども家

庭部長から御説明をお願いいたします。 

 子ども家庭部長お願いします。 

○子ども家庭部長  資料の３ページの第６４号議案

説明書に基づいて説明させていただきます。 

 件名は、足立区における保育の実施等に関する

条例の一部を改正する条例の進達についてでござ

います。 

 改正理由については２つありまして、一つ目が

区立島根あおば保育園が平成２６年４月１日に私

立の島根いちい保育園に変わるためでございます。 

 もう一点は、竹の塚北保育園が現在、竹の塚

７丁目にありますが、建替えに伴いまして竹の塚

６丁目に移転するためでございます。 

 本条例の３条で、足立区が設置する保育所は別

表第１のとおりとする規定で、別表１に定めるこ

とから、２の主な改正内容でございますが、

（１）別表第１から区立島根あおば保育園を削除

するものであります。２番目の（２）竹の塚北保

育園の住所を竹の塚６丁目１８番２号に変更する

ものでございます。施行年月日は平成２６年４月

１日でございます。 

 よろしく御審議いただきますようお願いいたし

ます。 

○委員長  子ども家庭部長から説明がありましたの

で、これより本案の審議に入っていきたいと思い

ます。 

 第６４号議案について、御質問、御意見がござ

いましたら、委員のほうから御発言願います。い

かがでしょうか。 

 改正理由は保育園の住所の移転等々、物理的な

ことに伴う改正というような事になりますので、

質問・異議はないのかなと思います。よろしいで

しょうか。 

（なし） 

 では、ないようですので意見なしと認め、これ

より第６４号議案、足立区における保育の実施等

に関する条例の一部を改正する条例の進達につい

てを採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 全員挙手ですので、本案は原案のとおり可決す

ること決定いたしました。 

―――――――――◇―――――――― 

○委員長  では、次に日程第２、第６５号議案を議

題といたします。 

 庶務係長。 

○庶務係長  日程第２、第６５号議案、足立区立学

校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則。 

 以上。 

○委員長  それでは、第６５号議案については、石

居学校教育部長から御説明をお願いします。 
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 学校教育部長お願いいたします。 

○学校教育部長  お手元の資料、６ページ、第

６５号議案説明資料で御説明申し上げます。 

 件名、記載のとおりでございます。 

 所管部課は教職員課です。 

 内容でございます。学校教育法の改正によりま

して、指導教諭の職制が新設されました。東京都

では、平成２６年度より区にも指導教諭を配置す

るということでございまして、そのために管理運

営規則の一部を改正するものでございます。 

 ２番の指導教諭職の設置の経緯でございますが、

平成１９年６月に、学校教育法が改正されて、指

導教諭の職制が新設されました。指導教諭の職制

の中身につきましては、括弧書きに記載のとおり

でございます。２５年４月には、東京都では都立

学校に指導教諭を導入しました。本年５月には、

各区市町村にも指導教諭を導入するということで、

規程を整備するよう依頼がございました。 

 実際的は、来年４月でございますが、各市区町

村で指導教諭を配置するという予定になっていま

す。 

 ３番目、指導教諭の職務と特徴でございますが、

まず、指導教諭自体は指導職層であるということ

で、主幹教諭と同じ４級職として位置づけるとい

うことでございます。 

 （２）として、指導教諭は自ら授業を受け持ち、

所属する学校の児童生徒の実態等を踏まえて、他

の教員に対して教育指導に関する指導助言を行う

ということ。 

 （３）ですが、模範授業などを通して、自校、

他校の教員にも自らの指導技術を普及していくと

いう職務であるという特徴がございます。 

 ４番でございますが、平成２６年度、来年度の

配置予定でございますが、東京都の任用計画では、

足立区に属しています５ブロックの中で小学校

８名、中学校２名という割り当てを持ってござい

ます。足立区では、小学校２名、中学校１名の教

員がこの指導教諭に申し込みをいたしましたが、

いずれも４級職として合格したということで、都

のほうで指導教諭、または主幹教諭のいずれかに

任用を決定するという予定になっています。 

 今後の方針ですが、今後についても都の任用計

画に基づいて、段階的に指導教諭を任用していく

予定でございます。 

 私からは以上でなります。 

○委員長  ありがとうございました。 

 今、学校教育部長から説明がありましたので、

本案の審議に入っていきたいと思います。 

 第６５議案について御質問、御意見がありまし

たら、委員のほうから御発言いただきたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

○花岡委員  今までは校長、それから副校長、そし

て主幹、主任教諭、そして教諭という形になって

いたのですが、この主導教諭が入るのは、どこに

入るのでしょうか。主幹と同列なんでしょうか。

それから管理職になるためには主幹から管理職に

なるのだと思うのですが、この主導教諭も同じ形

で、職制が同じということでそういう体制になる

のか、教えていただけばと思います。 

○委員長  教職員課長。 

○教職員課長  指導教諭につきましては、主幹教諭

と同じ４級職ということになっております。管理

職試験も受けて、主幹と同じような形で、段階を

踏んで進んでいく形になります。 

 以上でございます。 

○委員長  主幹と指導教諭との違いはどこにあるの

ですか。 

教育指導室長。 

○教育指導室長  主幹とこの指導教諭の違いでござ

いますが、主幹教諭は学校の中で教務主任、生活

指導主任、あるいは進路指導主任という主任のポ

ジションにつくということが条件になっておりま
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すが、指導教諭は教科のエキスパートということ

ですので、自分が年３回以上公開授業を行って、

自分の持っている技能を周囲の学校に周知すると

いうことでございます。 

 ですから、指導教諭に関しましては時数の軽減

等もございません。主幹で教務、生活ですと多少、

時数軽減もございますが、そのあたりが違いとい

うことでございます。 

○委員長  ほかによろしいでしょうか。 

 地方自治体で先行していたマスターティーチ

ャーという、優れた授業力の先生方を身分保障し

ながら、授業力アップの中核になっていただきた

いという趣旨で、このポストを設定されたという

ことになりますが、私から少し確認です。２６年

度の配置というのが、足立区の属する第５ブロッ

クで小学校が８人、中学校２名の割当ですが、こ

れの割当基準は、東京都でどういうふうに設定さ

れているのかわかりますか。 

 教育指導室長。 

○教育指導室長  次年度４月からこの指導教諭の配

置ということなんですが、２６年度はモデル的な

実施ということで、教科としましては国語、算数、

数学、理科ということで、２７年度以降、さらに

教科を広げていくということでございました。 

○委員長  わかりました。 

 では、モデル件数で検証をしながら増員し、そ

の増員の過程でいろんな配置基準というのも都と

しては整備していくという方向性で理解してよろ

しいでしょうか。 

 教育指導室長。 

○教育指導室長  現在、東京都教育委員会から伺っ

ているところでは、御発言のとおりであり、東京

都から来年度の実績を踏まえて次年度以降、計画

を立てていくということでございます。 

○委員長  ありがとうございました。 

 ほかに質問、御意見ございませんか。 

 これは平成１９年の学校教育法の改正に基づく

東京都の施策の展開によって、足立区に配置され

る指導教員の法的な整備をするというふうな趣旨

のものかと思いますので、よろしいでしょうか。 

（なし） 

 ではほかに意見、質問がなければ、意見なしと

いうことで、これより第６５議案、足立区立学校

の管理運営に関する規則の一部を改正する規則を

採択したいと思います。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 ありがとうございました。全員挙手ですので、

本案は原案のとおり可決することに決定いたしま

した。 

―――――――――◇―――――――― 

○委員長  では、続けて日程第３、第６６号議案を

議題といたします。 

 庶務係長、お願いいたします。 

○庶務係長  日程第３、第６６号議案、足立区にお

ける保育の実施等に関する条例の一部を改正する

条例の施行期日を定める規則。 

 以上。 

○委員長  第６６号議案については、三橋子ども家

庭部長からお願いいたします。 

 子ども家庭部長。 

○子ども家庭部長  ８ページ、説明資料ございます

が、差替え分の第６６号議案説明資料に基づきま

して説明させていただきたいと思います。 

 制定理由につきましては、新田３丁目なかよし

保育園の設置に伴い、規定を整備する必要がある

ためでございます。 

 実は、新田３丁目なかよし保育園につきまして

は、本年４月１日に既に開設しておりまして、こ

の条例につきましては、平成２５年２月２８日、

条例第５号で今条例の第９条に基づきまして、認
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可外保育施設を別表２に定めるということで、そ

の別表２に新田３丁目なかよし保育園を規定して

ありました。その改正条例の附則では、「ただし、

別表２の改正規程は規則で定める日（以下、「施

行日」という）から施行する。」といった文言が

ございました。しかし、こちらの手続漏れで、そ

の規則を定めておりませんでした。大変申しわけ

ございません。 

 主な内容でございますが、足立区における保育

の実施等に関する条例の施行期日を定める規則と

いうところで、ただし書きの規定による規則で定

める同条例の施行期日は、平成２５年７月１日と

遡及して適用させていただくことになるというこ

とでございます。 

 私からの説明は以上でございます。よろしく御

審議のほうをお願いいたします。 

○委員長  ありがとうございました。 

 今、説明がありましたので、これより本案の審

議に入っていきたいと思います。 

 第６６号議案について、御質問、御意見がござ

いましたら、委員のほうから御発言お願いいたし

ます。いかがでしょうか。 

（なし） 

 これもないようですので、意見なしと認め、こ

れより第６６号議案、足立区に置ける保育の実施

等に関する条例の一部を改正する条例の施行規則

を定める規則を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 ありがとうございました。全員挙手ですので、

本案は原案のとおり可決することに決定いたしま

した。 

―――――――――◇―――――――― 

○委員長  では、次に日程第４、第６７号議案を議

題といたします。 

 庶務係長。 

○庶務係長  日程第４、第６７号議案、足立区にお

ける保育の実施等に関する条例施行規則の一部を

改正する規則。 

 以上。 

○委員長  この第６７号議案についても、三橋子ど

も家庭部長から説明をお願いいたします。 

 子ども家庭部長。 

○子ども家庭部長  資料１０ページの第６７号議案

説明資料に基づきまして説明させていただきます。 

 改正理由につきましては、平成２５年７月に開

設した新田三丁目なかよし保育園及び平成２６年

４月から指定管理者が運営することになります竹

の塚保育園で延長保育及び一時延長保育について

規定を整備する必要がございます。延長保育とい

うものについては、７時半から１８時半の１０時

間開所の時間を超えて行う保育で、月単位で行う

場合の保育でございます。一時延長保育につきま

しては、先ほどの７時半から１８時半を超えた保

育を月単位で行うといったところで、一時延長保

育ということで定めるものでございます。 

 条例１１条第１項に基づきまして、特別保育に

つきましては、別表第１のとおりとすることでご

ざいます。２、主な改正内容でございますが、別

表第１の延長保育の部に新田三丁目なかより保育

園を加えるものでございます。なお、竹の塚保育

園については、既に延長保育実施済みということ

がありますので、新田三丁目なかよし保育園だけ

を加えるものでございます。 

 続いて、一時延長保育のほうには、竹の塚保育

園、新田三丁目なかよし保育園、両方を加えると

いったものでございます。 

 ３番、施行年月日につきましては、平成２６年

４月１日。ただし、新田三丁目なかよし保育園に

ついては、先ほど申し上げましたが、規定が漏れ

ていたということで、こちらのほうも平成２５年
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７月１日から適用するという改正をするものでご

ざいます。よろしく御審議いただきますようお願

い申し上げます。 

○委員長  今説明がありましたので、これより本案

の審議に入ります。 

 第６７号議案について御質問、御意見がござい

ましたら、委員のほうからよろしくお願いいたし

ます。いかがでしょうか。 

 これも保育内容の変更に伴う条例規則、施行規

則の一部を改正するということですので、特段大

きな問題等々はないかと思いますが、いかがでし

ょうか。 

（なし） 

 では、意見なしと認め、これより第６７号議案、

足立区における保育の実施等に関する条例施行規

則の一部を改正する規則を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 ありがとうございます。これも全員挙手という

ことで、本案は原案のとおり可決することに決定

いたしました。 

―――――――――◇―――――――― 

○委員長  次に、日程第５、受理番号１の陳情につ

いて議題といたします。 

 庶務係長。 

○庶務係長  日程第５、受理番号１、教育基本法・

学習指導要領の目標を達成するため、最も適した

教科書の採択を求める陳情。 

 以上。 

○委員長  この受理番号１の陳情については、前回、

第１１回の定例会におきまして、委員の皆様から

いろいろ御意見をいただきながら審議をし、そし

て継続審議となった件です。その後、前回説明い

ただいた内容について、変更などの動きがありま

したら、関係所管より御報告をお願いいたします。 

 教育指導室長。 

○教育指導室長  特段の変化はございません。 

○委員長  ありがとうございました。 

 今、指導室長のほうから御説明のあったとおり、

変更点がないということですので、これは引き続

き継続審議ということにしたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

（なし） 

 それでは、この件についてはこれから採決して

いきたいと思います。 

 継続審議とすることに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者挙手） 

 ありがとうございました。これも全員挙手とい

うことで、本案につきましては継続審議というこ

とで決定いたします。 

―――――――――◇―――――――― 

○委員長  最後、議事の日程第６です。これは教育

長報告ということになっております。こちらにつ

いては青木教育長よりお願いいたします。 

○教育長  それでは、報告させていただきます。資

料はございませんので、口頭でお願いします。 

 平成２５年第４回の足立区区議会の定例会にお

ける本会議での質疑、質問と答弁の概要について

御報告をさせていただきます。 

 １２月３日から５日まで、本会議が３日間開催

され、今日は総務委員会がございましたが、

１２月２０日の最終本会議で今回の第４回定例会

の日程が終わると、こういった予定になっており

ます。 

 質問でございますが、代表質問のみということ

ですが、まず自民党の新井議員からは、いじめに

関する調査委員会の答申、それから学校統合によ

る標準服について、二期制、教育委員会制度の改

正、そういった御質問がありました。 

 いじめに関する調査委員会の答申につきまして
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は、教育委員会としてこの答申を受けて、これま

での判断と今後の対応についてどう考えているか。

こういった内容でございました。これについて教

育長答弁で、答申を真摯に受け止め、いじめ防止

対策推進法の趣旨に沿って、いじめ防止対策を早

急に整え、児童生徒に対する心の教育の一層の充

実にも取り組んでいくと、このような答弁をさせ

ていただいています。 

 それから、鹿浜中と第八中の学校統合による関

係で標準服について、これは地域の民意というよ

りも、行政計画によるものではないかと。保護者

負担の軽減のために標準服の公費負担をすべきだ

がどうか。こういった質問でございましたが、こ

れについては、教育長答弁で、標準服の公費負担

については今後、統合地域協議会などで地域の声

を伺いながら検討をしていくと。こういった答弁

をさせていただいております。 

 それから、公明党のたきがみ議員からは、基礎

学力の定着、中学生の夏季勉強合宿、副担任講師、

学校の冷房化、それからネット依存症予防、あと

ギャラクシティについての運営、こういったとこ

ろの御質問をいただいております。このうち基礎

学力の定着については、小学校については一定の

成果が見えていると。中学校についてはいま一つ

かなというところでございますが、その小学校の

成果の理由は何か、それから中学校の状況をどう

とらえ、次年度はどのように取り組んでいくか。

それからはばたき塾と、日曜補習塾の成果と課題

は何か、こういった御質問をいただいております。 

 これは学校教育部長の答弁として、小学校の成

果の理由、要因としてはＳＰ表分析による授業改

善。あるいは足立小学生基礎学習教室、放課後補

習教室などの取り組みがあったもの、これが考え

られる。それから中学校については、生活指導な

どに時間が割かれ、フォローができていない状況

がある。それが結果となっていると。それから、

来年度に向けて、小中連携の充実、夏休みの補習

講座や放課後の補習教室を活用すべく検討を進め

ているという答弁をさせていただいております。 

 はばたき塾、日曜補習塾については進路状況、

それからアンケート結果などから高い成果を上げ

ることができたと思います。今年度の参加生徒の

アンケートなどでも、高い満足度があらわれてい

るということでございます。週１回の授業という

制約の中で成果を上げるために、講師陣、学校、

教員、家庭、保護者との連携が今後の課題である

と。こういった答弁をさせていただいております。 

 それから副担任講師について、より有効な活用

方策を含め検討するとのことだが、どのように変

えていくのかと、こういった御質問でございます。

これに対しては、教育長答弁で、学力向上の指導

に重点を置き学習成果を上げている学校がある一

方で、生活指導に困難の要する児童生徒への対応

に追われている学校もあって、副担任の活用につ

いて、活用方法に差が生じている状態があります。

このため、２７年度を目途に職務内容を専門特化

するなど、新たな講師整備の構築に向けた検討を

今、進めているところです。こういった答弁をさ

せていただきました。 

 それから、日本共産党の浅子議員からは、いじ

め問題、それから適正配置、二期制、子ども子育

て新システム、こういったところについての御質

問をいただきました。このうち二期制については、

教育長答弁で、これは文教委員会の委員協議会と

いう勉強会でなされた二期制の議論、質疑を踏ま

えての質問でございますが、この勉強会がそもそ

も委員のための二期制一般についての勉強会で、

特に足立区について触れたわけではないというこ

となので、答弁ではこの文教委員会協議会の勉強

会については、足立区の制度運用についての指摘

がなされたわけではないという認識を示させてい

ただきました。 
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 と申しますのも、質問の中で、文教委員協議会

で二期制について勉強会を開催して、足立区の教

育改革に効果がないことが指摘された。こういっ

た御発言がありまして、それに引き続いて見直す

べき時期が来たと思うがどうか。それから、学校

選択制については検討中と聞くが、どのようなス

タンスで見直すのか、基本的な考えを伺う。こう

いった質問内容であったのですが、前段の部分に

ついては、足立区の制度運用についての指摘なさ

なれたわけではありませんというお断りをした上

で、二期制については現在のところ見直す考えは

特にないと。こういった答弁をさせていただいて

おります。 

 それから、学校選択制については、教育委員協

議会においても協議を行っており、今後も改善点

について検討を続ける。こういった答弁をさせて

いただきました。 

 それから、民主党の長谷川議員でございますが、

ユニバーサルデザインの教育、それから学習障が

い児の支援、こういったところについて集中して

御質問がありました。この中で、子ども家庭部長

のほうから、学識経験者特別支援学校教員、教育

指導室やこども支援センターげんきなど、区教育

委員会による援助プロジェクトチームを立ち上げ

るべきではないか。この特別支援教育に関連する

ＰＴ立ち上げの御質問をいただきましたが、現在、

現時点では考えていない。それから特別支援学級

設置校長会と、今、こども支援センターげんきで

連携を密にしているので、当面この学識経験者、

特別支援学校教員から、必要に応じて情報を収集

していきますという観点の答弁をさせていただい

ております。 

 それから、ＭＩＭについての長谷川議員のお尋

ねとしては、取り組みと成果、それから全小学校

に広げるべきではないか。それと導入の際に実践

報告をまとめ、足立区版指導マニュアルを作成す

るべきではないかと。こういった御質問がありま

した。教育指導室長の答弁として、取り組みによ

って学校が組織的に取り組むための手立てや報告、

多くの指導事例を得ることができた。平成２５年

１１月に国語科の授業を全小学校を対象に公開し、

実践事例について発信をしたと。それから、教職

員研修を通じ、全小学校に発信しており、全校で

の導入について検討をしている。さらに、教職員

研修で活用しているＭＩＭのパッケージソフトは、

児童モデルや教材などで構成された指導マニュア

ルとなっている。実践報告をまとめ各学校にこれ

の発信をしていく。こういった答弁をさせていた

だいたところでございます。 

 ３日間の代表質問のやりとりの概要は、報告さ

せていただいたとおりでございます。 

 私からは以上でございます。 

○委員長  今、青木教育長から平成２５年第４回区

議会本会議の質疑、特に教育関係、教育委員会所

管の施策についての質疑応答についての御紹介ご

ざいましたが、委員のほうから何か確認したいこ

とや御質問ございますか。 

（なし） 

 よろしいですね。ありがとうございました。 

 それでは、これからは報告事項に入っていきた

いと思います。きょうの報告事項は９件あります

が、これまでのとおり順次御報告していただいた

後に、一括して質問、意見交換させていただけれ

ばと思います。 

 最初に１について、これは髙橋学校支援課長よ

りお願いいたします。 

 学校支援課長お願いいたします。 

○学校支援課長  私からは、報告資料の１１ページ

でございます。校外施設使用料の見直しについて

でございます。 

 平成１２年度の見直しを最後に据え置かれまし

た施設使用料につきまして、本年度見直し検討会
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が設置されまして、使用料の全庁的な基準をもと

に見直しが行われました。学校教育部の所管施設

として、日光林間学園と鋸南自然の家の各施設の

使用料につきまして、記載のとおりの増額改定案

が示されました。表の黒枠の中の改定額でござい

ます。 

 今後の方針でございますが、２６年１月９日に

同委員会の議決をいただいた後に、区議会へ条例

改正の議案を進達しまして、３月上旬に条例改正

案の文教委員会の説明をいたします。続きまして、

３月下旬に区議会の議決後、４月以降、区民へ通

知をいたしまして、１０月１日から改正実施の予

定でございます。 

 私のほうからは以上でございます。 

○委員長  ありがとうございました。 

 次、２、３、４です。これは宮澤教育指導室長

よりお願いいたします。 

 なお、②の資料は別紙にて机上配付されていま

すので、御確認ください。 

 では、教育指導室長お願いします。 

○教育指導室長  それでは、２につきまして、机上

配付させていただきました３枚つづりの別紙とい

うものをごらんください。１枚目が報告、表裏で

ございます。２枚目は区長から教育委員会委員長

あての依頼文です。そして、３枚目がいじめ防止

対策推進法に定める組織ということで、こういっ

た組織が必要であるといった図と文書ということ

でございます。 

 それでは、１枚目をごらんください。件名はそ

ちらのとおりでございます。平成２５年１１月

２１日、教育委員会協議会におきまして報告させ

ていただきました。この足立区いじめに関する調

査委員会からの答申の報告書、これを受け、区長

から教育委員会に対して今後の対応策について検

討報告するよう依頼があったということでござい

ます。その概要を以下報告いたしますというもの

です。 

 まず１番目、区長からの依頼事項でございます

が、大きく分けて２つでございます。（１）がい

じめ防止対策推進法に基づく組織の構築。これが

３枚目の資料についているものでございますが、

この必要な機関の設置について検討し、平成

２６年第１回足立区区議会定例会に設置条例案を

提案できるような準備を進めていくことというこ

とです。 

 ２つ目が、さらなるいじめの未然防止策等の策

定についてです。答申及び報告書の内容を踏まえ

て、さらなるいじめ防止対策の策定すること。万

一いじめが発生した際の対応策、これを検討して

年明けの早い時期に報告すること。この２点が区

長からの通知文でございました。 

 ２番、今後の検討事項ということでございます

が、こちら（１）機関の設置についてでございま

す。３点あります。１点目が、いじめ防止等に関

係する機関及び団体の連携を図るための連絡協議

会を設置することです。 

 ２つ目が、このいじめ防止等のための方策を実

行的に行うようにするため、教育委員会の附属機

関を設置するということです。 

 ３点目は、小中学校にいじめ防止の対策のため

の組織を設置する。この３点の設置ということで

ございます。 

 （２）いじめ防止基本方針の策定です。教育委

員会として、いじめの防止等の対策の基本的な方

向を示すとともに、いじめの防止や早期発見、い

じめへの対処、これを円滑、体系的に、計画的に

行うというために、足立区教育委員会いじめ防止

基本方針を定めるということです。 

 ２つ目が、各学校におきまして、学校のいじめ

防止基本方針を定めるために、教育指導室から作

成例を示すとともに、実行性のあるものとなるよ

う指導していくということでございます。 
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 ３点目、（３）さらなるいじめ防止策の策定と

いうところですが、まず１点目は、相談しやすい

体制を構築するということです。２点目が、いじ

めの発生を察知できるような方策を早急に検討す

る。３つ目は裏面になります。いじめの疑いのあ

る案件について、早期解決に導くような体制を構

築すること。４点目が、学校においていじめの未

然防止、組織的に対応できるような方策を研修等

を通じて教職員に指導していくということ。その

次が、児童生徒の実態を把握して、学校関係諸機

関との連携を深めるようということです。その次

が、小中連携の強化で、連続性、継続性のある人

権教育を行う。その次が、思いやりの心など、こ

ころの教育の充実を図っていく。最後になります

が、法に定められた施策、これは当然ですが、こ

のほかにも防止対策を適切に実施し、実行性のあ

るものとなるよう各校への指導助言を徹底してい

くということでございます。 

 今後の方針でございますが、（１）いじめ問題

対策委員会設置条例につきましては、教育委員会

の議決を経て、平成２６年第１回足立区議会定例

会に提案するという予定でございます。（２）法

に定められた組織体の構築はもとより、さらなる

いじめ防止対策について検討をし、１月の早い段

階で報告させていただくというものでございます。 

 以上がいじめ防止対策でございます。 

 続きまして、また冊子の１２ページをお開きく

ださい。こちらは平成２５年度の東京都児童生徒

の体力、運動能力、生活・運動習慣等調査の結果

についてでございます。まず、１２ページの上に

ありますが、この調査を行い、都からの結果が来

たので報告をさせていただくというものでござい

ます。 

 １番の調査の対象は、全児童生徒が対象でござ

います。実施時期は平成２５年４月から６月まで

の間に各学校で行うということです。調査方式は

そこに掲げてあるとおりでございます。ただし、

２０メートルのシャトルランと持久走は、小学校

は２０メートルシャトルラン、中学校はどちらか

を学校で選択します。また、ハンドボールが中学

校、ソフトボールが小学校というところで、多少、

小中によって種目が違ってございます。 

 続きまして、３番になります。調査結果でござ

います。１２ページ、１３ページにありますが、

その下にＡ３の資料が綴じられています。こちら

をごらんください。まず、表面が体力、運動能力

の結果でございます。左のほうが東京都の比較で、

上が小学校、下が中学校、右はこの３年間の足立

区の子供の比較ということで、上が小学校、下が

中学校ということです。 

 それでは、左上、小学校の東京都の比較をごら

んください。まずその表の見方でございますが、

網がけしている上向きの矢印、こちらは東京都の

平均値よりも数値がよい項目ということでござい

ます。白いところに矢印、これは昨年度より東京

都の平均値との差が縮まったというものでござい

ます。何もないところは、特段の変化がないとい

うところです。 

 小学校におきましては、全部で１年男子から

６年の女子で握力からボール投げまで９６項目ご

ざいます。この中で４５項目が東京都の平均を上

回った。つまり網がけの矢印の部分が４５項目あ

るということでございます。１年生におきまして

は、ほぼ東京都の平均を上回ったと。女子につい

ては全て上回っているということです。 

 あとは立ち幅跳びやボール投げ、この辺も低学

年では平均値を上回っている。ただ、中高学年の

ほとんどで平均値を下回っているが、差は縮まっ

てきているということです。全体的に見ると、小

学校の体力は伸びている。ただ表を見ていただく

と、握力と５０メートル走のところが上向きの矢

印が少ないというところが、足立区の子供の傾向
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というところです。 

 続きまして、下の中学校の比較をごらんくださ

い。矢印の見方は小学校と同じでございます。中

学校におきましては、５４項目中５項目が東京都

の平均値を上回っているということで、網がけの

ところです。ただの矢印のところが１６項目ござ

いまして、ここは東京都との差が縮まったところ

です。上体起こし、シャトルラン、ここは２年生

以上で都の平均との差が縮まっているというとこ

ろです。ただ、中学校におきましては、やはり握

力、あるいは長座体前屈、ボール投げ、持久走、

反復横飛びというところがまだ少し弱いところだ

なというところです。 

 続きまして、右のほうをごらんください。こち

らは過去３年間の足立の子供の比較でございます。

小学校でございますが、下向きで白抜きのところ

に矢印があると思います。握力のところとボール

投げのところです。ここはこの３年間で最低値を

示してしまったと。握力、ボール投げのところに

集中しております。そのほかはほとんどが上向き

の矢印ということで、９６項目中７４項目が過去

の記録を上回っているということでございます。 

 先ほど左の上のところでは５０メートル走が小

学校少し弱いというところですが、それでもここ

３年間ではかなり上昇しているということがこの

表でわかるかと思います。 

 あと右下でございます。中学校、やはり白抜き

の矢印、握力とボール投げというところが主なと

ころでございます。中学校では５４項目中３７項

目が過去の記録を上回っておるというところでご

ざいます。そのほかかなりの部分では、上の矢印

があるということで、中学校も体力においてはか

なり上昇しつつあるということがおわかりになる

と思います。 

 続きまして、裏面をごらんください。こちらは

生活と運動の習慣でございます。それぞれ学年ご

とによい傾向があるかというところですが、左上

のところは中休み、昼休み、これは小学校なんで

すが、運動やスポーツをしている子供たちの割合

は、東京都の平均に比べてかなり高いというとこ

ろです。あと上の真ん中です。朝食、毎日食べて

いる、ときどき食べない。つまりおおむね食べて

いるという子が、小中学校合わせても大体９５％

を超えておると。これは、大分習慣化されてきた

なと。右上はテレビを見る時間です。児童生徒の

割合で、高学年ですが、小学校５、６年から２時

間以上見る児童が、５割を超えてしまっていると

いうことです。 

 あと左下は睡眠時間ですが、小学校では９０％、

中学校が８３％、これの子供が６時間以上睡眠を

とっていると。あとは右下、体力の運動の傾向な

んですが、学年が上がるにつれて二極化だという

ことが、ここから伺えます。つまり中学校になる

と、部活に入っている子は一生懸命、毎日のよう

に運動しているが、そうでない子は全くしないと

いうことがここから伺えるということでございま

す。 

 また少し前に戻っていただきまして、１３ペー

ジです。今後の方針でございますが、この調査の

結果を踏まえまして、各学校の体力向上に向けた

取り組みの充実改善、先進的な取り組みをしてい

る学校の取り組みなどを紹介していきたいと思い

ます。 

 なお、今回の結果につきましては、区のホーム

ページにも掲載する予定でございます。 

 以上が体力調査の結果です。 

 続きまして、１６ページをお開けください。学

校事故報告、２５年度１１月分でございます。今

回、１番でございますが、学校の事故状況、管理

下が７件、小学校５件、中学校２件、管理外では

５件ということです。 

 ２番の事故内容ですが、交通事故が６件という
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ことで、今回多いのが特徴でございます。ア、イ、

ウ、エ、オ、カとありますが、横断中というもの

がかなり多ございます。１番も赤信号の横断歩道

を渡っていた。イも信号機がないところを横断中。

ウです。自宅近くの車両、これは青で渡っていた

ときに、自動車と接触ということでございます。

そういったところで、かなり交通事故が今回多か

ったというところでございます。 

 （２）です。授業中のものでございますが、こ

れは学活の時間です。席がえのときに、中学校で

すが、１人の生徒が後の生徒から腕で首を絞めら

れ、これふざけっこをしていたのですが、力の加

減を余り知らずにぐっと絞めたところ気を失って

しまった。そして、倒れてけがをしたというもの

でございます。 

 続きまして、（３）休憩時間や放課後等のけが、

事故でございますが、ア、イ、ウ、エ、オと５件

ございます。鬼ごっこというのが２件ございます。

しかも、両方とも転んでけがというところです。

イのところは、１人の生徒がもう一人の生徒を転

ばせて、かばんを投げた。これもふざけ合いの結

果、かばんを投げたら思わずけがをしてしまった

というところです。あとエは、体育館で掃除して

いるとき、リングにつかまる遊びをして落下。オ

も、こちらも遊具で遊んでいたときに落下という

ところです。 

 以上が、事故の内容でございます。 

 続きまして、３の各学校への事故防止の指導で

ございますが、まず１番目は正しい交通マナーの

指導というところです。今回小学校の交通事故が

多かったというところを受けまして、今後、小学

校に徹底していく。そして家庭、地域の注意喚起、

この辺も連携をしながら指導していきたいと思い

ます。 

 （２）としましては、授業規律や安全な行動で

す。こちらについても徹底を図っていく。子供た

ちの状況を把握しながら、危険行為の未然防止に

努めていくというものです。 

 あと（３）、校舎内外の過ごし方、危険行為の

未然防止について指導していく。これから寒くな

ると、どうしても室内で過ごすということが多く

なってきますので、そういった過ごし方を指導し

ていきます。 

 今後の方針です。児童、生徒の登下校の安全教

育、これを徹底していきます。その中で保護者や

地域とも連携しながら、事故が起こらないような

指導を進めてまいります。 

 私からは以上でございます。 

○委員長  ありがとうございます。 

 続いて、報告事項を進めていきたいと思います。 

 次は⑤です。永井子ども家庭課長よりお願いし

ます。 

 子ども家庭課長お願いします。 

○子ども家庭課長  １８ページをごらんいただきた

いと思います。（仮称）足立区子ども・子育て支

援事業計画策定のための利用希望把握調査（ニー

ズ調査）の実施についてでございます。何度かこ

ちらでも御報告いたしましたが、平成２７年度か

ら子ども・子育て支援新制度が開始されます。こ

のために区では子ども・子育て支援の事業計画を

策定することになっておりますが、その事業計画

の数値目標のもとになるニーズ把握をすることが

法定で定められております。これにつきまして、

１の調査主旨以降の方法により実施するところで

ございます。 

 足立区における幼稚園教育、保育、子育て支援

事業などの量の見込みを算出いたします。そのた

めに就学前の児童及び学童保育の対象となる１年

から３年生の児童の保護者を対象としたニーズ調

査を実施いたします。エリアごと平均をとった無

作 為 抽 出 で 、 下 記 の と お り 就 学 前 児 童 の

６,７５０件、小学校の１,６００件を抽出して
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ニーズ調査を実施いたします。 

 方法につきましては郵送によるもの、回収方法

については郵送及びインターネットによる回答も

受け付けております。 

 調査項目につきましては４以降のところでござ

いますが、ごらんいただくとおり就学前の保護者

の方に対して、就労状況と保育ニーズなど潜在的

な需要を中心にお尋ねするところでございます。 

 次のページでございます。関連しまして、私立

幼稚園における預かり保育の実態調査もあわせて

実施をさせていただいているところでございます。

このニーズ調査の発送は、１２月上旬、１０日前

後を予定しているところでございます。 

 関連スケジュールでございますが、これは地域

保健福祉推進協議会の子ども支援専門部会という

ところに、事前にお諮りをしているものでござい

ます。今月下旬が調査票返送の締め切りで、

１２月２５日の地域福祉推進協議会でもその実施

状況などの報告をさせていただきます。１月に集

計の取りまとめ、そして２月から３月にかけまし

て、その結果分析などをいたしまして、量の見込

みの算出検討をいたします。２月から３月にかけ

まして、子ども支援専門部会及び地域保健福祉推

進協議会を実施いたしますので、ここで量の見込

みなどの報告をさせていただく予定でございます。

これを分析いたしまして、２６年度に方策の検討

などを進めます。それとあわせまして、新たな子

ども・子育て支援事業計画を２６年度に策定して

いくというところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長  ありがとうございました。 

 続けて６について、鳥山保育計画課長お願いい

たします。 

 保育計画課長。 

○保育計画課長  ２０ページをごらんください。足

立区待機児童解消アクションプランの進捗状況に

ついての御報告でございます。この９月に改定を

いたしましたアクションプランにつきまして、進

捗状況をこの定例会の中で毎月御報告させていた

だきたいと思います。今回は１１月末現在の進捗

状況でございます。 

 まず、認可の保育園でございますが、千住大橋

駅で６０定員を今、整備中でございます。続いて、

認証保育所でございますが、扇地区ですが、具体

的には高野駅の近くで整備中でございます。また、

２６年度の認証保育所２カ所につきまして、うち

青井につきましては今現在、事業者の募集をかけ

ているところでございます。綾瀬地区につきまし

ては、２６年中の開設に向けまして今、協議を進

めているというところでございます。 

 次に、家庭福祉でございますが、第１期８名が

認定されて、開業したのは４名でございます。第

２期、現在８名が認定試験を受けたという状況で、

第３期につきましては、４名の方が養成研修に進

まれているという状況でございます。 

 続いて、小規模保育室でございますが、これに

つきましては保塚・六町地域、花畑・保木間地域、

鹿浜地域の３カ所で今、事業者の募集をかけてご

ざいます。来年の３月、または４月にかけて開設

できるように進めているところでございます。 

 認定子ども園につきましては、現在２園で協議

を進めております。 

 それから、区独自の公設保育園でございますが、

これは今年７月に６０定員、新田三丁目なかよし

保育園を開設してございます。あわせまして現在、

整備状況は３１５の計画に対しまして、６８の整

備状況となっております。達成率につきましては、

２１．６％という１１月末現在の状況でございま

す。 

 ２といたしましては、保育関連情報の提供とい

うことで、昨年と同じでございますが、認可以外

の保育施設のＰＲに努めていくことなどを通じま
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して、しっかりと情報提供を行っていきたいとい

うふうに考えております。 

 今後の方針でございますが、施設整備の進捗管

理の徹底、それから保育関連情報のＰＲ等を継続

して行うことによりまして、待機児童の解消を図

っていきたいというふうに考えております。 

 私からは以上でございます。 

○委員長  ありがとうございました。あと３件ござ

いますが、続けさせてください。 

 次に、７については大谷青少年課長よりお願い

します。 

 青少年課長お願いいたします。 

○青少年課長  資料の２１ページをごらんください。

私からはギャラクシティにおける台風２６号によ

る浸水被害と今後の対応について説明をさせてい

ただきます。 

 １０月１６日に台風２６号の影響により、こど

も未来創造館の地下１階と地下２階、その一部に

浸水をいたしました。一部の部屋の貸し出しを中

止する緊急措置をとってまいりましたが、今後、

抜本的な対策が必要となりましたので、現状につ

いて報告をさせていただきます。 

 浸水の状況でございますが、ギャラクシティの

地下は、外壁は二重壁になっております。この二

重壁の間にたまった水を配管によって地下３階に

流下させて、その地下３階にためた水をポンプで

くみ上げ下水に流しているという仕組みでござい

ます。その当日は、階下に十分流下させきれずに

地下１階の二重壁の点検口から水があふれ出て、

その水が部屋に浸水したということでございます。

その浸水した水が、今度は地下２階に落ちていっ

たという状況でございます。浸水箇所は記載のと

おりでございます。この浸水によって、来館者へ

の被害等は全くございませんでした。 

 ２番、施設の貸し出し中止等、その状況でござ

います。 

 （１）地下１階でございますが、地下１階、コ

ラボらぼというボランティアが作業を行うスペー

スでございます。そこは貸し出しスペースではご

ざいません。引き続き部屋は使用してございます

が、そこの浸水の影響により、コンセントが今使

用できない状況でございます。 

 （２）地下２階、地下２階の状況は、浸水被害

のあった１０月１６日から第３音楽室、そして第

３レクリエーションホール、その貸し出しを中止

いたしました。その後、第３音楽室は１０月

２４日より貸し出しをしておりますが、第３レク

リエーションホールにつきましては、床が反り返

り、少しでこぼこや膨らみが何カ所か出てしまっ

たので、今貸し出しを中止している状況でござい

ます。 

 ３、原因及び今後の対応でございますが、雨水

の進入経路自体はまだ不明でございます。調査を

早急に実施して、原因を明らかにしてまいりたい

と思います。それに伴い、施設営繕課、そして財

政課と一緒に連携をして進めております。今週中

にはその浸水の原因の調査、そして工事の設計、

その見積りが、施設営繕課に業者から提出される

予定になっておりますので、それを踏まえて早急

に対応していきたいと思います。 

 今後の方針、その浸水の原因が判明次第、抜本

的な対策をとっていきたいと思っております。 

 私からは以上でございます。 

○委員長  ありがとうございました。 

 では、次に境こども支援センターげんき所長よ

りお願いいたします。 

 こども支援センターげんき所長お願いいたしま

す。 

○こども支援センターげんき所長  私からは、施設

使用料及び駐車場使用料の見直しについて御報告

させていただきたいと思います。 

 先ほど校外施設使用料の見直しの報告がござい
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ましたが、同じように見直し検討会で使用料の見

直し結果が出まして、子ども家庭部ではこども支

援センターげんきの研修室、それからギャラクシ

ティの駐車場使用料について、改定案がまとまり

ました。なお、ギャラクシティの施設使用料につ

いては、平成２５年度に施設使用料を新たに設定

したために、今回の見直しの対象外となっており

ます。 

 こども支援センターげんき研修室の施設使用料

の改定は、この表の記載のとおりです。おおむね

研修室１、２は減額になっておりますが、研修室

３が一部上がるという計算になっております。 

 ギャラクシティの駐車場の使用料につきまして

は、条例で駐車して最初の３０分無料の規定につ

いて、全て廃止する方針が出されたため、ギャラ

クシティも同様に３０分駐車無料の規定を廃止い

たします。 

 今後のスケジュールについては、先ほどの校外

施設使用料の見直しと同様でございます。来年

１０月１日の使用料改正に向けて手続を進めてい

きます。 

 私からは以上です。 

○委員長  ありがとうございました。 

 最後になりますが、９です。これは永井子ども

家庭課長からお願いいたします。 

 子ども家庭課長お願いします。 

○子ども家庭課長  追加報告をさせていただきます。

足立区立の保育施設における感染性胃腸炎の集団

感染について御報告いたします。 

 区立おおやたこども園、それから東谷中保育園

につきまして、感染性胃腸炎の集団感染が発症い

たしました。各園におきましては、二次感染の拡

大防止を図るとともに、保護者の方への説明会開

催など周知の徹底を実施しているところでござい

ます。 

 初めに、おおやたこども園でございますが、平

成２５年１１月２９日から１２月６日までの間、

園児の３７名、職員４名に、嘔吐を中心とした症

状が出ておりました。発症者の中からサンプリン

グで、保健所のほうで検査をしたところが、ノロ

ウイルスが検出されました。ほとんど同じ症状で

あるので、原因の特定はノロウイルスではないか

と考えられております。 

 １２月６日現在では、この症状で回復期にある

お子様含めて、欠席は１１名でありました。発

症・症発のピークが１１月３０日で２１名ござい

ました。また、年齢別発生状況は５歳児に集中し

ておりまして２２名、４歳児１２名、３歳児２名、

２歳児１名というところでございます。 

 対応についてでございますが、東和保健総合セ

ンターに御協力をいただきまして、各部屋、トイ

レなど共有部分の消毒喚起、手洗い励行など、そ

れからタオルなどの見直しなども進めているとこ

ろでございます。１２月３日からは、保育の終了

後に全室一斉消毒ということで、子供さんが帰ら

れた部屋ごとに全館の消毒をしているところでご

ざいます。 

 今後も、衛生部と子ども家庭部共同によりまし

て、保護者説明会を実施しているところでござい

ますが、今後も引き続き注意喚起を呼びかけてい

くところでございます。なお、本日と記載してご

ざいますが、これは間違いであり、６日金曜日に

区内の私立幼稚園にも情報提供をさせていただい

たところでございます。 

 次に、東谷中保育園でございます。 

 １２月４日から６日までの間で、園児の２０名

に同じような嘔吐、下痢、腹痛等の症状が出てお

ります。６日現在、医師により胃腸炎と見られる

症状で欠席している園児は１２名です。年齢別発

症状況は、５歳児１３名、４歳児１名、３歳児

４名、２歳児、１歳児各１名というところでござ

います。 
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 おおやたこども園同様に対応しているところで

ございますが、１２月６日の午後５時から保護者

説明を実施したところでございます。 

 本日の状況でございます。おおやたこども園に

つきましては、欠席児童は１８名おりましたが、

そのうち胃腸炎の症状、あるいはその回復期にあ

るというお子さんは４名でございました。このう

ち１人が新たにきのうの夜から発症したというと

ころでございます。そのほか金曜日まで、６日ま

でに症状のあったお子さん３７名のうち３２名は

通常どおり登園しております。なお、このうち

４歳児の１名が２日から５日まで、もともと持病

であった周期性嘔吐症がありましたので、脱水症

状を緩和するために入院していたというところで

ございます。 

 東谷中保育園につきまして、本日欠席児童は

９名で、胃腸炎の症状はおりませんでした。２歳

児、３歳児、各１名が本日、嘔吐のために早退を

いたしましたが、そのほか金曜日現在、症状のあ

った２０人のうち１９人は、通常どおり登園して

おります。 

 今後の方針でございますが、引き続き手洗い、

消毒の徹底を実施するところでございますが、今

週あたりまで、この感染性胃腸炎のピークが続く

だろうという保健所の判断でございますので、注

意喚起をしているところでございます。 

 私からは以上です。 

○委員長  ありがとうございました。各関係所管か

ら９件、報告事項をいただきました。これらの報

告事項について、委員のほうから何か御質問、御

意見がございましたら、御発言をお願いいたしま

す。いかがでしょうか。 

 花岡委員。 

○花岡委員  では、１１ページの校外施設使用料の

見直しについてですが、区民としては使用料が減

るのはいいと思うんですが、増額されるというこ

とで、その具体的な根拠というか、そういうもの

があれば教えてください。 

○委員長  学校支援課長。 

○学校支援課長  今回の校外施設の使用料の値上げ

について、施設の減価償却費を今回見直しの中の

算定の中に取り入れてございます。この基本とな

ります算定基準額を算出して、この基準額と現行

の使用料が基準額より低ければ値上げをする。高

ければ値下げをするということで今回、校外施設

につきましては、非常に算定基準額が高くなった

ものでございますので、基本的には値上げをする

ということで、しかも値上げにつきまして、激変

緩和を考慮して、１割を限度に値上げをしたとい

うことでございます。 

○委員長  花岡委員よろしいですか。ちなみに、今

回の全区での校外施設使用料の見直し等々で、収

入分は全区で幾らぐらいなのでしょうか。 

 学校支援課長。 

○学校支援課長  全庁的な部分では、年間に約

４００万円の増収を想定しています。 

○委員長  ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。桑原委員。 

○桑原委員  ２２ページの同じく施設使用料のこと

なのですが、こちらは減額ということで、うれし

いお知らせなんですが、土日にギャラクシティに

行くと、駐車場にたくさん車が入って、待ちにな

っている車が多く見受けられるんですが、近辺の

１００円パーキングなど、ああいう有料駐車場に

まわっている方も多いと思います。値上げをしな

いで、そういった近隣の有料の駐車場に行ってい

る方に、３０分ぐらい支援をするというようなこ

ととかはできないものでしょうか。 

○委員長  青少年課長。 

○青少年課長  少し御質問と直接お答えになってい

るかわかりませんが、駐車料金を支援ということ

では、考えてはございませんが、ギャラクシティ
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に車を使って来られている方も大変多くいらっし

ゃいます。その待ち時間等を少なくするために、

地図をお渡しして、近隣の駐車場を御案内したり、

並んでいるときには安全管理を徹底したりして、

使いやすいようにしていきたいと考えてございま

す。今回の改定につきましては、区の本庁舎も

３０分無料をなくしている状況でございまして、

全区的に統一の方針のもと行っております。御案

内のほうで、利用しやすい駐車場にしていきたい

と考えてございます。 

○委員長  桑原委員、よろしいですか。 

○桑原委員  はい。 

○委員長  ほかにいかがでしょうか。 

 １４ページからの体力、運動能力について教え

ていただきたいのですが、学力のテストと比較す

ると、体力、運動能力の向上は、一貫してこの間、

成果があるのかなというふうなことをこの統計を

見て感じます。何か区としてこうした成果を生み

出してきた取り組みについて、どう評価されてい

るのかというのと、もう一つ、小学校で１年生が

ほぼ全ての種目で東京都の平均値を上回っている

ということで、これはすごく喜ばしいことで、や

はり何年か前から、保育園や幼稚園で、体力の取

り組みを始めています。そういう成果として、こ

のような１年生全ての種目で、平均値を上回るよ

うな成果が出てきているのでしょうか。その辺を

教えていただければと思います。 

 教育指導室長どうぞ。 

○教育指導室長  まず１点目の小学校全体で上がっ

てきて、何か区で取り組みをしているかという御

質問でございますが、足立区の小中学校を対象に

体力向上推進プランというものを作成させており

ます。年度当初に、こういう計画で子供たちの体

力を伸ばすという計画をつくります。年度途中で

このような結果が出まして、この結果を見て自校

の課題は何かということで、改善策というものを

考えさせております。 

 また、学校におきましては、１５分間の休み時

間を使って元気アップタイムを行ったりしていま

す。これは足立小です。あとはサーキットトレー

ニングということで、鉄棒をやって登り棒をやっ

てというふうに、順番にぐるっと回るって行うと

いうような弘道小の取り組みや、遊びの中に運動

も取り入れ、新聞を胸にくっつけて落ちないよう

にして走ろうとか、コーディネーショントレーニ

ング的な、先進的な学校の取り組みも周知してい

るところです。その辺の成果が出てきているので

はないかなと判断しております。 

○委員長  ２つ目の質問ですね。子ども家庭課長、

お願いします。 

○子ども家庭課長  ここ数年来やっております区立

保育園でのコーディネーショントレーニングの取

り組みでございますが、卒園後の園児の追跡調査

などをしておりませんので、明確な因果関係は特

定できないと思います。 

 また、小学校におきましてもコーディネーショ

ントレーニングを進めているということろでござ

いますが、確かに保育園を見たところ、指導者の

力にもよりますが、確実に一人ひとりお子さんは、

コーディネーショントレーニングをする前と後と

では、多少なりとも伸びているという傾向ござい

ますので、何らかの影響はあるというふうに前向

きに考えたいなというところでございます。 

 以上です。 

○委員長  ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。小川清美委員。 

○小川委員  直接この報告についてというわけでは

ないのですが、今、ノロがほんとに流行っていま

す。私たち大人が誤解している行為かなと思いま

すが、消毒にお使いくださいという、部屋の入り

口とかにある消毒がありますよね。あれはノロに

は全くきかないということを私たち知っていない
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と、あれをやっているから大丈夫と思われてしま

うとことがありますね。あの消毒はノロにはきな

いという意識の徹底が必要だと思います。皆さん

わかっていればいいのですが、手洗いは必要で、

消毒というところでの誤解が、意外にあるという

ふうに考えています。 

○委員長  学務課長よろしくお願いします。 

○学務課長  今おっしゃったとおり、かなり誤解が

ありますので、それについては東京都から専門的

な消毒をしてくださいというものがきています。

あと、衛生部からも指導がきていますので、各学

校に周知しているところです。 

 以上です。 

○委員長  同じ質問に関係して、子ども家庭課長お

願いします。 

○子ども家庭課長  今回を機会に、全園に対して安

全衛生管理の周知を再度したところでございます

が、その中におきましても、次亜塩素酸ナトリウ

ム、キッチンハイターのようなものがきくという

ところで、具体的に指導しているところでござい

ますので、今回も保護者説明会などでもそうした

ような周知をしているところでございます。 

○委員長  ありがとうございました。小川清美委員、

よろしいですか。 

○小川委員  はい。 

○委員長  私も今の話は知りませんでした。ありが

とうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。桑原委員どうぞ。 

○桑原委員  先ほどの体力テストの結果に戻ってし

まうのですが、少し心配なことは、中学生で、特

に女子に運動をしない傾向が多く、学年が上がる

につれて二極化の傾向を示しているというような

結果がございますが、対策というか、どのように

二極化を緩やかにするか、なくしていくかという

方向性や施策は考えられているんでしょうか。 

○委員長  教育指導室長。 

○教育指導室長  現在、そういった中学校の女子を

対象にした施策は具体的なものはありませんが、

一つは、先ほどの体力向上推進プランがございま

す。ただ、中学校においては部活に入っていない

生徒は体育の時間だけになってしまいますので、

この冬の時期、持久走を取り入れながら、昼休み

や放課後を使って走るという学校もあります。そ

ういったところをさらに広めていきたいというふ

うに考えております。 

○委員長  桑原委員よろしいですか。 

○桑原委員  はい。 

○委員長  ほかによろしいでしょうか。 

 先ほどいじめ防止対策の実施等々についての指

導室からの報告がありましたが、これは教育委員

会協議会で、継続して議論はしてきています。今

後の１月の早い段階での報告に向けて、作業は予

定どおりしっかり取り組んでいきたいと思います

ので、協議会での御審議よろしくお願いいたした

いと思います。 

 ほかになければ、これで報告事項を終了したい

と思います。 

 それでは、以上を持ちまして第１２回足立区教

育委員会定例会を閉会いたします。 

午後４時１４分閉会 



平 成 ２ ５ 年 第 １ ２ 回 

足 立 区 教 育 委 員 会 定 例 会 

 

日  時   平成２５年１２月９日 月曜日 午後３時００分開議 

会  場     足立区教育委員会室 

 

１ 議 事 日 程 頁 

日程第１ 第６４号議案 足立区における保育の実施等に関する条例の一部を改正する

条例の進達について … １ 

日程第２ 第６５号議案 足立区立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 … ４ 

日程第３ 第６６号議案 足立区における保育の実施等に関する条例の一部を改正する

条例の施行期日を定める規則 … ７ 

日程第４ 第６７号議案 足立区における保育の実施等に関する条例施行規則の一部を

改正する規則 … ９ 

日程第５ 受理番号１ 教育基本法・学習指導要領の目標を達成するため、最も適した

教科書の採択を求める陳情  

日程第６  教育長報告  

    

２ 報 告 事 項   

① 校外施設使用料の見直しについて          《高橋 学校支援課長》 …１１ 

② いじめ防止対策の実施について           《宮澤 教育指導室長》 …別紙 

③ 平成２５年度「東京都統一体力テスト」の結果について《宮澤 教育指導室長》 …１２ 

④ 学校事故報告について(平成２５年１１月分)          《宮澤 教育指導室長》 …１６ 

⑤ （仮称）足立区子ども・子育て支援事業計画策定のための利用希望把握調査（ニ 

ーズ調査）の実施について            《永井 子ども家庭課長》 …１８ 

⑥ 足立区待機児童解消アクションプランの進捗状況について（１１月末現在） 

                         《鳥山 保育計画課長》 …２０ 

⑦ ギャラクシティにおける台風２６号による浸水被害と今後の対応について 

《大谷 青少年課長》 …２１ 

⑧ 施設使用料及び駐車場使用料の見直しについて 

《境 こども支援センターげんき所長》 …２２ 

⑨ 足立区立の保育施設における感染性胃腸炎の集団感染について 

《永井 子ども家庭課長》 …追加 

 



３ その他報告資料 

①足立区立小・中学校の適正規模・適正配置の進捗状況について    [学校適正配置担当課]…２３ 

②小児生活習慣病予防健診事後講演会及び個別相談の実施について         [学務課]…２４ 

②認可保育園以外の保育施設等における３歳児入園希望先意向調査の結果について[保育計画課]…２５ 

③行事実施結果・行事実施予定                        [青少年課]…２７ 

④行事実施結果・実施予定                      [生涯学習振興公社]…２９ 

 



第６４号議案 

   足立区における保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例

の進達について 

 上記の議案を提出する。 

  平成２６年１２月９日 

        提出者 足立区教育委員会教育長 青 木 光 夫 

 

   足立区における保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例 

 足立区における保育の実施等に関する条例（平成２３年足立区条例第

４号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１同島根あおば保育園の項を削り、同表同竹の塚北保育園の項

中「竹の塚七丁目１３番４―１０１号」を「竹の塚六丁目１８番２号」

に改める。 

   付 則 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

 （提案理由） 

 民営化に伴い、島根あおば保育園を廃止し、竹の塚北保育園を移転す

る必要があるので、この条例案を提出いたします。 



足立区における保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

 改正前 改正後 

第1条から第34条  （省 略） 第1条から第34条  （省 略） 

  

別表第１（第３条関係）（中略） 別表第１（第３条関係）（中略） 

 名称 位置   名称 位置  

 同   島根あおば保育園 足立区島根四丁目26番７号   （削除）  

 （中略）    （中略）   

 同   竹の塚北保育園 足立区竹の塚七丁目13番４-101号   同   竹の塚北保育園 足立区竹の塚六丁目18番２号  

        

 

 

 

 

   付 則 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

 



 

 

 

 

第 ６ ４ 号 議 案 説 明 資 料  

平成２５年１２月９日 

件    名 足立区における保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例の進達につい

て 

所 管 部 課 名 子ども家庭部 保育課 

内 容 

 

１ 改正理由 

（１） 区立保育園の民営化計画に則り区立島根あおば保育園を民営化し、社会 

福祉法人水の会が運営する認可保育園「島根いちい保育園」とするため 

（２） 平成２６年４月１日から竹の塚北保育園が現在の竹の塚七丁目１ 

３番４－１０１号から竹の塚六丁目１８番２号へ移転するため。 

 

２ 主な内容 

（１）別表第１から区立島根あおば保育園を削除する。 

（２）別表第１竹の塚北保育園の位置を足立区竹の塚六丁目１８番２

号に変更する。 

 

※別紙新旧対照表参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今 後 の 方 針 

 

施行年月日  平成２６年４月１日 

 

 



第６５号議案 

   足立区立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

 上記の議案を提出する。 

  平成２５年１２月９日 

        提出者 足立区教育委員会教育長 青 木 光 夫 

 

   足立区立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

 足立区立学校の管理運営に関する規則（昭和５３年教育委員会規則第

１０号）の一部を次のように改正する。 

 第７条の３の次に次の１条を加える。 

（指導教諭） 

第７条の４ 小中学校に指導教諭を置くことができる。 

２ 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他

の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助

言を行う。 

 第１０条第１項に次のただし書を加える。 

  ただし、特別の事情がある場合は、指導教諭の中から、校長の具申

により、委員会が命ずることができる。 

 第１０条第２項中「前項」を「前２項」に改め、同項を同条第３項と

し、同項の前に次の１項を加える。 

  第８条第２項に規定する研究主任は、当該学校の指導教諭又は教諭

の中から、校長の具申により、委員会が命ずる。 

付 則 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

 指導教諭を配置する規定のほか、規程を整備する必要がありますので、

この規則案を提出いたします。 



1/1  

足立区立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

 改正前 改正後 

○足立区立学校の管理運営に関する規則 

第１条から第７条の３ 省略 

○足立区立学校の管理運営に関する規則 

第１条から第７条の３ 省略 

（新設） （指導教諭） 

 第７条の４ 小中学校に指導教諭を置くことができる。 

 ２ 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職

員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

第８条から第９条まで 省略 第８条から第９条 省略 

第10条 第８条に規定する主任は、当該学校の教諭（保健主任については、

養護教諭を含む。）の中から、校長の具申により、委員会が命ずる。 

 （ただし書追記） 

  

（第２項挿入） 

  

第10条 第８条に規定する主任は、当該学校の教諭（保健主任については、

養護教諭を含む。）の中から、校長の具申により、委員会が命ずる。ただ

し、特別の事情がある場合は、指導教諭の中から、校長の具申により、委

員会が命ずることができる。 

２ 第８条第２項に規定する研究主任は、当該学校の指導教諭又は教諭の中

から、校長の具申により、委員会が命ずる。 

２ 前項に規定する主任の任期は、４月１日から翌年の３月31日までとし、

再任を妨げない。 

３ 前２項に規定する主任の任期は、４月１日から翌年の３月31日までとし、

再任を妨げない。 

第11条から第31条 省略 第11条から第31条 省略 

 



第 ６ ５ 号 議 案 説 明 資 料  

平成２５年１２月９日 

件 名 足立区立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

所 管 部 課 名 学校教育部 教職員課 

内  容 

高い専門性と優れた指導力を持つ教員の力を活用し、教員全体の意欲と学習指

導力の向上を図るため、学校教育法改正により指導教諭の職制が新設された。 

東京都においては、平成２６年度より市区町村に指導教諭を配置することにな

ったため、足立区立学校の管理運営に関する規則を一部改正する。 

 

１ 改正内容 

（１）第７条の３の次に指導教諭に関する規定（第７条の４）を新設する。 

（２）第１０条（主任に関する規定）に、指導教諭から主任を任命できる規定を

追記する。 

 

２ 指導教諭職設置の経緯 

平成１９年６月  学校教育法改正により指導教諭の職制を新設 

（近年の学校教育が抱える課題に対応し、組織的・機動的

な学校運営が行われるよう、学校の組織運営体制や指導

体制の充実を図るため） 

平成２５年４月  東京都が都立学校に指導教諭を導入 

平成２５年５月  東京都から各市区町村に指導教諭の規程を整備すよう依頼 

平成２６年４月（予定）市区町村への指導教諭の配置 

 

３ 指導教諭の職務と特徴 

（１）職務が指導職層であるため、主幹教諭と同じ４級職として位置づける。 

（２）自ら授業を受け持ち、所属する学校の児童・生徒等の実態等を踏まえ、

他の教員に対して教育指導に関する指導・助言を行う。 

（３）模範授業等を通じて教科等の指導技術を自校、他校の教員に普及させる。 

 

４ ２６年度配置予定 

東京都の任用計画により、足立区の属する第５ブロックでは、小学校８名、

中学校２名の割当があり、このうち足立区からは小学校３名、中学校１名が申

し込んだ。いずれも４級職として合格し、東京都が指導教諭または主幹教諭の

いずれかの任用を決定する予定。 

今後の方針 
東京都の任用計画に基づいて、区内小中学校に勤務する教員から段階的に指導

教諭を任用していく。 

 



第６６号議案 

   足立区における保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例の施行

期日を定める規則 

上記の議案を提出する。 

  平成２５年１２月９日 

      提出者  足立区教育委員会教育長  青 木 光 夫 

 

   足立区における保育の実施等に関する条例の一部を改正する

条例の施行期日を定める規則 

 足立区における保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例

（平成２５年足立区条例第５号）付則第１項ただし書に規定する改正

規定の施行期日は、平成２５年７月１日とする。 

 

 （提案理由） 

 新田三丁目なかよし保育園の設置に伴い、規定を整備する必要があ

るので、この規則案を提出いたします。 

 



 

 

 

 

 

 

第 ６ ６ 号 議 案 説 明 資 料  

平成２５年１２月９日 

件    名 足立区における保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を

定める規則について 

所 管 部 課 名 子ども家庭部 保育課 

内 容 

 

１ 制定理由 

新田三丁目なかよし保育園の設置に伴い、規定を整備する必要が

あるため。 

 

２ 主な内容 

足立区における保育の実施等に関する条例（平成２３年足立区条

例第４号）の施行期日を定める規則を次のように定める。 

付則第１項ただし書きの規定により、規則で定める同条例の施行期

日は平成２５年７月１日とする。 

 

３ 施行年月日 

平成２５年７月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今 後 の 方 針 

 

 

 

 

差替え 



第６７号議案 

   足立区における保育の実施等に関する条例施行規則の一部を改

正する規則 

上記の議案を提出する。 

  平成２５年１２月９日 

      提出者  足立区教育委員会教育長  青 木 光 夫 

 

   足立区における保育の実施等に関する条例施行規則の一部を改

正する規則 

 足立区における保育の実施等に関する条例施行規則（平成２３年足

立区教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１延長保育の部に次のように加える。 

 同新田三丁目なかよし保育園 

 別表第１一時延長保育の部に次のように加える。 

 同竹の塚保育園 

 同新田三丁目なかよし保育園 

   付 則 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、別表第１

の改正規定中同新田三丁目なかよし保育園に係る部分は、平成２５年

７月１日から適用する。 

 

 （提案理由） 

 特別保育の実施園の追加に伴い、規定を整備する必要があるので、

この規則案を提出いたします。 

 



第 ６ ７ 号 議 案 説 明 資 料  

平成２５年１２月９日 

件    名 足立区における保育の実施等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

所 管 部 課 名 子ども家庭部 保育課 

内 容 

 

１．改正の理由 

平成２５年７月に開設した新田三丁目なかよし保育園、及び平成２６年４月

から指定管理者が運営することとなる竹の塚保育園で実施する、延長保育及び

一時延長保育について規定を整備する必要があるため。 

 

２．主な改正内容 

別表第１の延長保育の部に新田三丁目なかよし保育園を加える。一時延長保

育の部に竹の塚保育園、新田三丁目なかよし保育園を加える。 

 

３．施行年月日 

平成２６年４月１日 

ただし、新田三丁目なかよし保育園に係る部分は平成２５年７月１日から適 

用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今 後 の 方 針 

 

 

 

 



 

 

 

教 育 委 員 会 報 告 

平成２５年１２月９日 

件 名 校外施設使用料の見直しについて 

所管部課名 学校教育部 学校支援課 

内 容 

 

平成２５年６月に策定された「足立区第二次経営改革プラン」では、平成１２

年度の見直しを最後に据え置かれてきた施設使用料の見直しが位置づけられた。 

これを受け、本年１１月に見直し検討会が全庁的な基準のもと使用料見直し結

果を示し、学校教育部所管施設では、以下のとおり校外施設の増額改定案が示さ

れたので報告する。 

 

（単位：円） 

日光林間学園 利用区分 現行額 改定額 増減額 

一泊・大 人 1,500 1,650 150 宿泊施設 

一泊・子ども 700 750 50 

9:00～12:30 2,100 2,300 200 体育館 

13:00～17:00 3,200 3,500 300 

 

鋸南自然の家 利用区分 現行額 改定額 増減額 

一泊・大 人 1,500 1,650 150 宿泊施設 

一泊・子ども 700 750 50 

テニスコート １面・１時間 600 600 0 

9:00～12:30 2,100 2,300 200 体育館 

13:00～17:00 3,200 3,500 300 

グランド １面・２時間 1,000 1,100 100  

今後の方針 

 

今後のスケジュール 

平成２５年１２月     条例（足立区立校外施設条例）改正議案作成 

平成２６年 １月９日   教育委員会議決後、改正議案進達 

      ３月上旬   改正議案の文教委員会説明 

      ３月下旬   改正議案の区議会議決 

      ４月     広報・ホームページ等により周知 

      ４月以降   使用料改定に伴う事務手続き等準備 

     １０月     施設使用料改正の実施 

 



 
教 育 委 員 会 報 告 

平成２５年１２月９日 

件 名 いじめ防止対策の実施について 

所管部課名 学校教育部 教育指導室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年１１月２１日教育委員会協議会において報告した、足立区いじめ

に関する調査委員会からの答申・報告書を受け、区長から教育委員会に対し、

今後の対応策について検討・報告するよう依頼があった事項の概要を以下の

とおり報告する。 

 

１ 区長からの依頼事項 

  足立区長より、下記事項について検討の上、報告をするよう通知された。 

（１）いじめ防止対策推進法に基づく組織の構築について 

   必要な機関の設置について検討し、平成２６年第１回足立区議会定例会 

に設置条例案を提案できるよう準備を進めること。 

（２）更なるいじめの未然防止策等の策定について 

   答申及び報告書の内容を踏まえ、更なるいじめ防止対策の策定、万一い 

じめが発生した際の対応策を検討し、遅くとも年明けの早い時期までに報 

告すること。 

 

２ 今後の検討事項 

（１）機関の設置 

  ・いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、連絡協議会 

を設置する。 

・いじめ防止等のための方策を実効的に行うようにするため、教育委員会 

の附属機関を設置する。 

・全校に、いじめ防止等の対策のための組織を設置する。 

（２）いじめ防止基本方針の策定 

  ・教育委員会として、いじめの防止等の対策の基本的な方向を示すととも 

に、いじめの防止や早期発見、いじめへの対処が、体系的かつ計画的に 

行われるよう、「足立区教育委員会いじめ防止基本方針」を定める。 

・各学校において、いじめの防止等の取組を行うかについての基本的な方 

 向や、取組の内容等を示した「学校いじめ防止基本方針」を定め、適切 

 に運用するために、教育指導室より作成例を示すとともに、実効性のあ 

 るものとなるよう指導する。 

（３）更なるいじめ防止策の策定 

  ・児童生徒及び保護者に対して、いじめに関する相談窓口の周知を含め、 

相談しやすい体制等を構築する。 

・定期的なアンケートの実施はもとより、いじめの発生を察知できるため 

の方策を早急に検討する。 

別 紙 



・いじめの疑いのある案件について、関係諸機関と連携した事実調査を行 

い、早期解決に導く体制を構築する。 

  ・各学校において、いじめの未然防止や、組織的に早期対応・早期解決で 

きる方策について研修等を通じて教職員を指導する。 

  ・指導主事が学校訪問や各月の生活指導報告書等から、児童・生徒の実態 

   を把握し、学校及び関係諸機関との連携を深めるよう努める。 

・小中連携を強化し、連続性・継続性のある人権教育を充実させる。 

・道徳教育では「思いやりの心」を育むなど、先進的な実践事例を周知し、 

更なる心の教育の充実を図る。 

・法に定められた施策をはじめ、いじめ防止対策を適切に実施し、実効性 

のあるものとなるよう、各校への指導助言を徹底する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方針 

（１）「いじめ問題対策委員会設置条例」については、教育委員会の議決を経 

て、平成２６年第１回足立区議会定例会に提案する。 

（２）法に定められた組織体の構築はもとより、更なるいじめの防止対策につ 

いて検討し、１月の早い段階で報告する。 

 



 
教 育 委 員 会 報 告 

平成２５年１２月９日 

件 名 
平成２５年度「東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査」

の結果について 

所管部課名 学校教育部 教育指導室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都教育委員会は、児童・生徒の体力・運動能力及び生活・運動習慣

等の実態を把握・分析することを通して、各学校が児童・生徒の体力・運

動能力等の実態に基づいた体力向上の取組を改善・充実することを目的に

本調査を実施している。本区における結果がまとまったので、下記のとお

り報告をする。 

 

１ 調査対象及び実施期間  

全児童・生徒を対象に平成２５年４月から６月までの間で実施 

 

２ 調査方式 

 「握力」「上体起こし」「長座体前屈」「反復横とび」「20mシャトルラ

ン・持久走（小学校は 20mシャトルラン、中学校はどちらかを選択）」

「50m走」「立ち幅跳び」「ハンドボール（中学校）・ソフトボール（小

学校）投げ」について児童・生徒を対象に調査を実施する。 

 

※ 小・中学校の特別支援学級に在籍している児童・生徒については、

その障がいの状態を考慮して、各学校で実施の可否を適切に判断する。 

 

３ 調査結果 

（１）体力・運動能力について 

【小学校】 

・学年・男女別、種目別の９６項目中、４５項目で東京都の平均値を上 

回り、４４項目でこの３年間における区の最高値を記録した。 

・「反復横とび」は第６学年以外、「長座体前屈」は第２学年女子以外で

東京都の平均値を上回った。 

・「２０ｍシャトルラン」は第２学年女子以外、「反復横とび」は第３学

年以外でこの３年間における区の最高値を記録した。 

【中学校】 

・学年・男女別、種目別の５４項目中、５項目で東京都の平均値を上回

り、３７項目で区の過去の記録を上回った。 

・「上体起し」「反復横とび」「２０mシャトルラン」「立ち幅跳び」の

４種目において、全学年がこの３年間で記録が上昇した。 

 

（２）生活・運動習慣等について 

【小学校】 

・ 全学年で休み時間に運動やスポーツをしている割合が、都の平均より

高い。 

 



・運動やスポーツを「週３日以上」していると答えた児童について、男子

は学年が上がるに連れて増えており、女子は第３学年から第６学年にか

けて減っている。 

・朝食を「毎日食べている」または「ときどき食べないことがある」と答

えた児童は、.９５％以上である。 

【中学校】 

・運動やスポーツを「週３日以上」していると答えた生徒は、全学年男女

とも小学生よりも割合が高く、「しない」と答えた生徒の割合は、学年

が上がるごとに男女とも高くなっている。３年生女子では２９．４％と

二極化の傾向にある。 

・朝食を「毎日食べている」または「ときどき食べないことがある」と答

えた生徒は、９５％以上であるが、「毎日食べている」と答えた生徒の

割合は、学年が上がるに連れて低くなっている。 

 

※詳細については別添資料を参照 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今後の方針 

（１）今回の調査の結果を踏まえ、各学校の体力向上に向けた取組の充実・ 

改善を一層推進していく。 

（２）今回の結果について、区のホームページで公表する。 

 

 



 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２５年度 東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査（東京都統一体力テスト）における、足立区の体力・運動能力、生活・運動習慣等調査結果（概要） 

 
 
 
         

１年男 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑  

１年女 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
２年男  ↑ ↑ ↑ ↑  ↑ ↑ 
２年女  ↑  ↑ ↑  ↑ ↑ 
３年男  ↑ ↑ ↑   ↑ ↑ 
３年女  ↑ ↑ ↑ ↑  ↑ ↑ 
４年男  ↑ ↑ ↑   ↑ ↑ 
４年女  ↑ ↑ ↑   ↑ ↑ 
５年男   ↑ ↑     
５年女  ↑ ↑ ↑    ↑ 
６年男 ↑  ↑ ↑   ↑ ↑ 
６年女  ↑ ↑ ↑   ↑ ↑ 
※     は東京都の平均値より数値がよい項目 ↑は昨年度より東京都の平均値との差が縮まった項目 

 
 
 
 
          

１年男 ↑   ↑      
１年女     ↑  ↑   
２年男 ↑ ↑  ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

２年女  ↑    ↑  ↑ ↑ 
３年男  ↑    ↑    
３年女  ↑    ↑ ↑   
※     は東京都の平均値より数値がよい項目 ↑は昨年度より東京都の平均値との差が縮まった項目 

 

 
 
 
         

１年男   ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ 

１年女 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
２年男 ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
２年女 ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
３年男 ↓ ↑ ↑ ↑ ↑    
３年女 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
４年男 ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑  ↓ 
４年女 ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
５年男 ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ 
５年女 ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ 
６年男 ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
６年女 ↓ ↑ ↑ ↑ ↑  ↑ ↓ 

※↑はこの３年間で数値が上昇した項目 ↑ はこの３年間で最高値を記録した項目 ↓ はｌこの３年間で最低値を記録した項目 

 
 
 
  
          

１年男  ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ 
１年女 ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ 

２年男 ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
２年女 ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ 
３年男 ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ 
３年女 ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ 
※↑はこの３年間で数値が上昇した項目 ↑ はこの３年間で最高値を記録した項目 ↓ はこの３年間で最低値を記録した項目 
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《傾向》 
○学年・男女別、種目別の 96項目中、

45 項目（47％）で東京都の平均値
を上回った。 

○１年生はほぼ全ての種目で東京都

の平均値を上回った。 
○「立ち幅跳び」「ボール投げ」では、

低学年のほとんどで東京都の平均

値を上回り、中・高学年のほとんど

で東京都の平均値を下回ってはい

るが、差は縮まってきている。 
○「上体起こし」「長座体前屈」「反復

横とび」では、ほぼ全ての学年で東

京都の平均値を上回り、「腹部・腰

部の筋力」「柔軟性」「敏捷性」が向

上している。 
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《傾向》 
○学年・男女別、種目別の 96項目中、

74項目で過去の記録を上回った。 
○この 3 年間で最高値を記録したの
は、44 項目。「長座体前屈」「反復
横とび」「20mシャトルラン」は全
学年で男女とも過去の記録を上回

った。 
○ほとんどの学年において、「握力」

の記録が年々下降傾向にあり、東京

都の平均値との差も広がっている

ことが課題である。 
 

小学校  東京都との比較 
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《傾向》 
○学年・男女別、種目別の 54項目中、

5 項目（９％）で東京都の平均値
を上回った。 

○学年・男女別、種目別の 54項目中、
16項目（30％）で昨年度より東京
都の平均値との差が縮まった。 

○「上体起こし」「シャトルラン」で

は、２年生以上は東京都の平均値

との差が縮まっており、「腹部・腰

部の筋力」「全身持久力」が向上し

ている。 
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《傾向》 
○学年・男女別、種目別の 54項目中、

37項目で過去の記録を上回った。 
○「上体起こし」「反復横とび」「20m
シャトルラン」「立ち幅跳び」の 4
種目において、全学年が過去の記録

を上回った。 

小学校 足立区のこの３年間の比較 

中学校 足立区のこの３年間の比較 

体力・運動能力について 

中学校  東京都との比較 

足立区の児童の運動能力については、

一部の項目を除き、ほとんどの項目に

おいて過去最高値を記録するなど向上

傾向にある。 

足立区の生徒の運動能力について

は、一部の項目を除き、向上傾向に

ある。 

↑ 

↑ 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

＜平日に運動やスポーツをしている時間帯の割合＞
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足立区 東京都

朝食を「毎日食べている」「ときどき食べないことがある」
と答えた児童生徒の割合は、９５％を超えている。 

全学年で、中休み・昼休みに運動やスポーツをして
いる割合が、東京都平均に比べ高い（小学校） 

２時間以上テレビを見ると答えた児童生徒の割合が
高学年からは５０％を超えている。 
 

平成２５年度 東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査（東京都統一体力テスト）における、足立区の体力・運動能力、生活・運動習慣等調査結果（概要） 

生活・運動習慣について 

６時間以上の睡眠をとっている児童生徒が、小学校で
は約９０％以上、中学校で約８３％以上である。 

運動をする児童生徒と運動をしない児童生徒について、学年が上がるにつれて二極化の傾
向を示している。特に、中学の女子にその傾向が現れている。 

中休み 中休み 中休み 中休み 中休み 中休み 昼休み 昼休み 昼休み 昼休み 昼休み 昼休み 

＜一日のテレビの視聴時間＞
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＜朝食を食べているか＞
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＜運動やスポーツをどのくらいしているか（男子）＞
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＜運動やスポーツをどのくらいしているか（女子）＞
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調査の実施について 

実施時期 平成２５年４月～６月 

実施校数 区内全小学校７０校及び全中学校３７校 

実施学年 小学校１年生～６年生の全学年及び 

中学校１年生～３年生の全学年 

実施人数 小学校 ２７,６６４名 

 中学校 １０,６６３名 

調査項目 ①握力 

       ②上体起こし 

       ③長座体前屈 

       ④反復横とび 

       ⑤２０ｍシャトルラン 

（中学校は持久走とのどちらかを選択）     

⑥５０ｍ走 

       ⑦立ち幅とび 

       ⑧ハンドボール投げ 

     ※身長・体重・座高の測定    

     ※生活・運動習慣等に関するアンケート 

 



教 育 委 員 会 報 告 
平成２５年１２月９日 

件 名  学 校 事 故 報 告 に つ い て（平成２５年度１１月分） 

所管部課名 学校教育部 教育指導室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 学校事故状況 
管理下 ７件（小学校 ５件、中学校 ２件） 
管理外 ５件（小学校 ５件） 
合計１２件  

 
２ 事故内容 
 (1) 交通事故（６件） 
  ア 登校途中、赤信号の横断歩道を渡り、トラックに接触、右足首を捻挫。

                        （小学校管理下） 
イ 信号機のない横断歩道を横断中、乗用車に接触、全身打撲及び顔面切
創。                      （小学校管理外） 

ウ 自宅の近くで車両に接触、脳内出血、頭蓋骨を骨折する。 
                         （小学校管理外） 
エ ジェイボードに乗り、道路を横断中、左側からきた車両と接触、背中
を打撲。                    （小学校管理外） 

オ 下校後、横断歩道のない道路に飛び出し車両と接触、軽度の擦過傷。
（小学校管理外） 

  カ 夕方、自転車に乗り、公園に向かう途中、Ｔ字路でワンボックスカー
に接触、脳挫傷、肺挫傷及び複数の脳内出血で重傷。（小学校管理外） 

 (2) 授業中における傷害、打撲等の事故（１件） 
  学活で席替えを行っている最中、Ａ生徒がＢ生徒の後方から腕で首を絞
め、Ｂ生徒が気を失い、床に左顔面を打ち付け、顎打撲。（中学校管理下） 

 (3) 休憩時間、放課後、登下校時、部活動等における傷害、打撲等の事故 
（５件） 

ア 休み時間、校庭で「鬼ごっこ」をして、自分で転び、前歯（切歯）を
欠損。                     （小学校管理下） 

イ 学活終了後に、Ａ生徒がＢ生徒を転ばせ通学カバンを投げ、Ｂ生徒の
右眼にあたり、眼窩底骨折。           （中学校管理下） 

  ウ 登校後、校庭で「鬼ごっこ」をして転倒、煉瓦製の花壇の囲いに側頭
部を打ち付け、額に裂傷。             （小学校管理下） 

  エ 体育館で清掃活動中、バスケットリングに掴まる遊びをして、リング
を掴めず落下、右前腕部を骨折。         （小学校管理下） 

  オ 昼休み、校庭に設置してある「鎖山」（遊具）で遊んでいた際、手を
滑らせ、仰向け状態で落下、後頭部を地面に強打し、頭蓋骨を骨折。 
                        （小学校管理下） 

３ 各学校への事故防止の指導                    
(1) 学校管理下及び管理外における事故発生状況を踏まえ、児童・生徒に

正しい交通マナーの指導を行うとともに、家庭、地域等への注意喚起 
を促し、交通事故防止を徹底する。  

(2) 授業中の傷害・打撲等の事故防止について 
   授業規律や安全な行動についての徹底を図るとともに、児童・生徒の状

況を把握し、危険行為の未然防止に努める。  
(3) 休憩時間、放課後等における事故防止について 

   校舎内外の過ごし方、危険行為の未然防止についての指導を図る。 

今後の方針 
児童・生徒の登・下校時の安全教育を徹底するとともに、保護者、地域、

関係機関等と連携して各種事故の未然防止指導の強化を図る。 

 



 
   学校事故状況       平成２５年度１１月分（児童・生徒） 教 育 指 導 室 
 

   管 理 下   管 理 外  
   内             訳 

 幼稚園  小学校  中学校  小学校  中学校 

 
 合 計 

 自転車・バイク    １  １  
  交 通 事 故 

 歩行者・ｷｯｸﾎﾞｰﾄﾞ  １  ４  ５ 

 骨折・脱臼・捻挫       

 裂傷・打撲・暴行   １   １ 

 火傷・熱傷       

 歯目鼻耳等の損傷       

 
 
 
授業中の傷害打撲等の 
 
事故 
 
 

発症・発作・火傷       

 骨折・脱臼・捻挫  ２    ２ 

 裂傷・打撲・暴行  １    １ 

 歯目鼻耳等の損傷  １ １   ２ 

 
 休憩時間・放課後・登 
 
下校時の傷害打撲等の 
 
事故（学校行事含む） 

発症・発作・火傷       

 骨折・脱臼・捻挫       教師の指導上による傷 

害・打撲等の事故 歯目鼻耳等の損傷       

 暴力・暴行傷害事件       

 家出・外泊・行方不明       

 窃盗・万引き・恐喝       

 対教師暴力       

 火災・火傷・火遊び       

 その他・地域での怪我       

  病    死        
  死      亡 

  事 故 死       

    合           計   ５ ２ ５  １２ 
 
 
  
 
 （施 設） 
 

  区      分  幼稚園  小学校  中学校     内            容 

 窓ガラス及び施設破損     

 不法侵入・盗難     

 その他       

   合    計 ０ ０ ０ ０ 

 
 
 



 

教 育 委 員 会 報 告 

平成２５年１２月９日 

件   名 （仮称）足立区子ども・子育て支援事業計画策定のための利用希望把握調査（ニー

ズ調査）の実施について 

所管部課名 子ども家庭部 子ども家庭課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度より実施される「子ども・子育て支援新制度」において、区は子ど

も・子育て支援の実施主体としての役割を担う。このため、主に就学前の子どもに

かかる地域の教育・保育、子育て支援事業等のニーズを把握し、それに基づき「子

ども・子育て支援事業計画」の策定が義務付けられている。 

 今般実施しているニーズ調査の概要について以下のとおり報告する。 

 

１ 調査主旨 

（仮称）足立区子ども・子育て支援事業計画の策定にあたり、足立区における

幼児教育・保育・子育て支援事業の「量の見込み」を算出するため、就学前児童

（0～5歳児）の保護者及び小学校（1～3年生）児童の保護者を対象としたニーズ

調査を実施する。 

 

２ 調査対象 

就学前児童（0～5歳児）の保護者及び小学校（1～3年生）児童の保護者 

 

区  分 件 数 抽  出  方  法 

就学前児童（0～5歳児）の保護者 6,750 

小学校（1～3年生）児童の保護者 1,600 
住民基本台帳から無作為抽出 

 

３ 調査方法 

（１）送付方法 

郵送による発送 

（２）回答方法 

郵送による回答及びインターネットによる回答（注） 

   （注）調査票に記載されるURLにアクセスしての回答も可能とする。 

 

４ 調査項目 

調査項目は、国が示す「調査票のイメージ」を基に、足立区として必要と思わ

れる事項を追加するなどして作成した。 

 

区  分 調  査  項  目 

就学前児童（0～5歳

児）の保護者 

 子育ての環境、保護者の就労状況 

 保育サービスの利用状況、利用したい保育サービス 

 地域子育て支援事業の利用状況と利用希望 

 子育てサービスの認知度と利用頻度 

 土日休日の定期的な教育保育の利用希望 

 病後児保育、一時預かりの利用状況と利用意向 

 学童保育の利用希望 

 仕事と生活の調和の状況 

 子育て環境への満足度 

小学校（1～3年生）児

童の保護者 

 子育ての環境、保護者の就労状況 

 学童保育の利用希望 

 子育て環境への満足度 

 

 



５ 関連する調査の実施 

  私立幼稚園における預かり保育と保護者就労状況に関する実態把握を行うた

め、「幼稚園園児保護者の就労状況等に関するアンケート調査」を実施する。 

 

６ 調査関連スケジュール 

 

平成２５年１１月２５日  第２回子ども支援専門部会（調査票案の検討） 

平成２５年１２月上旬   調査票の発送 

平成２５年１２月下旬   調査票返送の締切 

平成２５年１２月２５日  第２回地域保健福祉推進協議会 

（調査実施及び進捗状況報告） 

平成２６年１月      集計結果のとりまとめ 

平成２６年２月～     調査結果の分析及び幼児教育・保育・子育て支援事

業の「量の見込み」算出検討 

平成２６年２月下旬 

～３月      第３回子ども支援専門部会（分析結果等の報告） 

平成２６年３月２８日   第３回地域保健福祉推進協議会 

（分析結果等の報告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方針 

 

調査の分析にあたっては、国から示される「利用希望把握調査の結果の集計方法

等についての作業の手引き」を参考に実施する。 

調査結果をもとに、区内地域の教育・保育・子ども子育て支援事業のニーズを的

確に把握し、そのニーズに基づいた「子ども・子育て支援事業計画」を平成２６年

度に策定していく。 

 

 



教 育 委 員 会 報 告 

平成２５年１２月９日 

件 名 足立区待機児童解消アクションプランの進捗状況について（１１月末現在） 

所管部課名 子ども家庭部 子ども家庭課、保育計画課、保育課 

内 容 

足立区待機児童解消アクションプランの進捗状況について、報告する。 

１ 施設等の整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 保育関連情報の提供等 

東京都認証保育所、家庭福祉員、小規模保育室、私立幼稚園に関するＰＲ用

パンフレット「あずけ先見ぃつけた!!」を新規に作成し、窓口への設置や区民

まつりにおいて広く配布するなどＰＲを行った。また、認可保育園の平成２６

年４月入園申込案内に添付し、入園希望者あて認可保育園以外の保育施設等の

情報提供を行っている。 

 

今後の方針 
保育施設等整備の進捗管理の徹底や保育関連情報のＰＲ等の継続した取り

組みを行っていくことで、待機児童の解消を図る。 

 

年齢
区分

整備
定員数
（人）

内　容

0～5歳 60 －

0～2歳 27

3～5歳 33

0～5歳 40 －

0～2歳 32

3～5歳 8

0～5歳 30 8

0～2歳 30

3～5歳 0

0～5歳 45 －

0～2歳 45

3～5歳 0

0～5歳 80 －

0～2歳 20
3～5歳 60

0～5歳 60 60

0～2歳 0
3～5歳 60
0～5歳 315 68

0～2歳 154 21.6%

3～5歳 161 達成率

7/1開設　新田三丁目なかよし保育園
（開設初年度は、定員30名）

第1期開業：4名

　協議中２園

　施設整備中（クレアナーサリー千住大橋）

整備
状況

【平成25年度中の整備（1所）】
・扇地域：施設整備中
【平成26年度中の整備（2所）】
・青井地域：平成26年10月～平成27年4月の開設（1施設）に
向け、設置・運営予定事業者の募集を実施中（募集期間
は、平成25年11月15日から平成26年1月20日まで）
・綾瀬地域：平成26年度中の開設に向け、協議中

・第1期：8名認定（平成25年10月開業：4名、既設のグルー
プ保育室に勤務：1名、開業準備中：2名、グループ保育希
望：1名）
・第2期：8名が認定試験を受験
・第3期：4名が養成研修へ進む

進捗状況（11月末現在）

東京都
認証保育所

２園

新規3室
・保塚・六町地域
（15名）
・花畑・保木間地域
（15名）
・鹿浜地域（15名）

家庭福祉員15名
（定員30名）

（私立）
認定こども園

小規模保育室

区独自の
公設保育園

新規１園(7/1開設)

合　計

　平成26年3月～4月の開設（3施設）に向け、設置・運営事
業者の募集を実施中（募集期間は、平成25年11月1日から
12月10日まで）

平成25年度　整備計画

家庭福祉員

認可保育園

新規１所
･扇地域（40名）

新規1園
･千住大橋駅周辺
（60名）



 

教 育 委 員 会 報 告 

平成２５年１２月９日 

件   名  ギャラクシティにおける台風２６号による浸水被害と今後の対応について 

所管部課名 子ども家庭部 青少年課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月１６日午前に関東地方へ最接近した台風２６号の降雨により、こども未

来創造館の地下１階及び地下２階の一部が浸水した。一部の部屋の貸し出しを中

止する応急措置をとってきたが、今後、抜本的な対策が必要となるため、現状に

ついて報告する。 

 

１ 浸水の状況 

 ギャラクシティの地下の外壁は二重壁になっており、地下各階ごとに二重壁の

間に溜まった水を配管により地下３階まで流下させ、地下３階のピットに溜まっ

た水をポンプで汲み上げ、下水に排水している。 

 当日は、地階から階下に流下させきれずに、地下１階の二重壁の点検口から溢

れた水が部屋に流出し浸水した。また、浸水した水が地下２階にも流下し、下の

部屋が浸水した。 

浸水箇所は、地下１階が「コラボらぼ」「倉庫」で、地下２階が「第３音楽室」

「第３レクリエーションホール」「廊下」「トイレ」である。なお、来館者への

被害はなかった。 

 

２ 施設の貸し出し中止等の状況 

（１）地下１階 

  「コラボらぼ」は、ボランティアが作業を行なうスペースであり、貸し出し場

所ではない。部屋の使用は継続しているが、浸水の影響により、ＯＡフロア化

した床下のコンセントが使用できない状況である。 

（２）地下２階 

   浸水被害のあった１０月１６日から、「第３音楽室」「第３レクリエーショ

ンホール」の貸し出しを中止にした。その後、「第３音楽室」については、１

０月２４日から貸し出しを再開したが、「第３レクリエーションホール」につ

いては、床板の反り返りや凸凹状態がひどく、安全に利用できる状況ではない

ため、現在も貸し出しを中止している。 

 

３ 原因及び今後の対応 

  浸水の原因である雨水の進入経路は、現在、不明である。調査を早急に実施し、

浸水の原因を明らかにする。 

 

今後の方針  浸水の原因が判明次第、抜本的な対応策を実施する。 

 



 

 

教 育 委 員 会 報 告 
 

平成２５年１２月９日 

件 名 施設使用料及び駐車場使用料の見直しについて 

所管部課名 子ども家庭部 こども支援センターげんき、青少年課 

内 容 

 平成２５年６月に策定された「足立区第二次経営改革プラン」では、平成１２年

度の見直しを最後に、据え置かれてきた施設使用料の見直しが位置づけられた。 

これを受け、本年１１月に見直し検討会が全庁的な基準のもと施設使用料見直し

結果を示し、子ども家庭部所管施設では、こども支援センターげんき研修室の施設

使用料の見直し及びギャラクシティの駐車場使用料について、改定案がまとまった

ので報告する。 

なお、ギャラクシティの施設使用料については、平成２５年度に施設使用料を新

たに設定したため、今回の見直しの対象外となっている。 

 

１ こども支援センターげんき研修室の施設使用料 

（単位：円） 

施設名 利用区分 現行額 改定額 増減額 

9:00～12:30 1,700 1,600 △100 

13:00～17:00 2,200 2,000 △200 

17:30～21:30 2,700 2,500 △200 

研修室１ 

9:00～21:30 6,000 5,400 △600 

9:00～12:30 1,700 1,600 △100 

13:00～17:00 2,200 2,200 0 

17:30～21:30 2,700 2,600 △100 

研修室２ 

9:00～21:30 6,000 6,100 100 

9:00～12:30 4,500 4,200 △300 

13:00～17:00 5,800 6,100 300 

17:30～21:30 7,000 7,300 300 

研修室３ 

9:00～21:30 15,900 17,000 1,100 

 

２ ギャラクシティの駐車場使用料 

条例で一律に規定されている足立区内の各施設の「３０分、駐車無料」の規定

について、全て廃止する方針が出された。ギャラクシティも方針に従い、「３０

分、駐車無料」の規定を廃止する。 

 

今後の方針 

今後のスケジュール 

平成２５年１２月    足立区こども支援センターげんき条例及び足立区 

こども未来創造館条例改正議案作成 

平成２６年 １月９日  教育委員会議決後、条例改正議案進達 

      ３月上旬  条例改正議案の文教委員会説明 

      ３月下旬  条例改正議案の議決 

      ４月    広報・ホームページ等により周知 

      ４月以降  使用料改定に伴う事務手続き等の準備 

     １０月    施設使用料改正の実施 

 



教育委員会報告   平成２５年１２月９日 

件 名 
足立区立の保育施設における感染性胃腸炎の集団感染について 

所管部課名 子ども家庭部子ども家庭課、保育課 

内 容 

 足立区立おおやたこども園、足立区立東谷中保育園において、感染性胃腸炎の集

団感染が発生した。各園において二次感染の拡大防止を図るとともに、保護者への

説明会開催及び感染予防の周知徹底を実施する。 

 

１ おおやたこども園（定員１０７名） 

（１）概要 

平成２５年１１月２９日から１２月６日までの間、園児３７名、職員４名に、

嘔吐・下痢・腹痛等の症状が出ており、発症者からはノロウィルスが検出され

た。１２月６日現在、胃腸炎と見られる症状（回復後も含む）で欠席している

園児は１１名。 

この期間の発症のピークは１１月３０日で２１名、年齢別発生状況は、５歳

児２２名、４歳児１２名、３歳児２名、２歳児１名、１歳児０名である。 

（２）対応について 

感染予防のため各部屋・トイレ等共用部分の消毒、換気、手洗いの励行な

どを強化した。１２月３日から当分の間、保育終了後に全室一斉消毒を実施

する。対応状況及び感染予防対策について衛生部・子ども家庭部により、保

護者説明会を実施（１２月５日午後２時及び午後６時）した。区内の保育施

設には４日付けで感染症対応の注意喚起を文書で通知し、本日、区内私立幼

稚園に情報提供する。 

 

２ 東谷中保育園（定員１２２名） 

（１）概要 

    平成２５年１２月４日から６日までの間、園児２０名に、嘔吐・下痢・腹

痛等の症状が出ている。１２月６日現在、胃腸炎と見られる症状（回復後も

含む）で欠席している園児は１２名。年齢別発生件数は、５歳児１３名、４

歳児1名、３歳児４名、２歳児１名、１歳児１名である。 

（２）対応について 

    園での消毒等についてはおおやたこども園同様に実施する。１２月６日午

後５時から保護者説明会を実施する。 

 

３ 本日の状況 

（１） おおやたこども園 

    本日欠席児は１８名、うち胃腸炎症状は４名で、うち１人（１歳児）が新

たに発症した。症状のあった園児３７名のうち３２名は登園しているが、こ

のうち４歳児の１名が１２月２日から５日まで、持病の周期性嘔吐症のため

入院していた。 

（２）東谷中保育園 

    本日欠席児は９名、うち胃腸炎症状は０名だったが、２歳児、３歳児各

１名が嘔吐のため早退した。症状のあった園児２０名のうち１９名は登園している。 

                

今後の方針 

 引き続き手洗い・消毒の徹底を実施する。 

 

追加報告 



 

 

 

教 育 委 員 会 情 報 連 絡 

平成２５年１２月９日 

件 名 足立区立小・中学校の適正規模・適正配置の進捗状況について 

所管部課名 学校教育部 学校適正配置担当課 

内 容 

１ 鹿浜地区の統合地域協議会の開催状況について 

(１）開催日 

対象校 第二回 

上沼田小学校と鹿浜小学校 12/4 

鹿浜中学校と第八中学校 12/5 

(２）主な協議事項 

  ・統合校の校名の具体的な公募方法について 

 

 

 

 

今後の方針 
 統合地域協議会において、統合に向けた課題を整理し、引き続き具体的な検

討を進めていく。 

 



 

 

 

教 育 委 員 会 情 報 連 絡 

平成２５年１２月９日 

件 名 小児生活習慣病予防健診事後講演会及び個別相談の実施について 

所管部課名 学校教育部 学務課 

内 容 

 

平成２５年度小児生活習慣病予防健診の事後講演会及び個別相談を下記のと

おり実施する。 

 

記 

 

１ 日 時  

平成２５年１２月２１日(土) 午後１時から 

２ 場 所  

庁舎ホール 

３ 実施内容 

（１）講演会 

①講演内容 

「小児生活習慣病 肥満・コレステロール」 

  ②講師 

東京女子医科大学東医療センター 

   小児科 教授 杉原 茂孝 医師 

③対象 

・今年度受診した中学２年生のうち希望する生徒及び保護者 

・前年度「要経過観察」となり、今年度受診した中学３年生のうち希望

する生徒及び保護者 

（２）医師・栄養士による個別相談 

  ①対 象 

今年度の健診の結果「要経過観察」、「要生活指導」の判定を受けた生 

徒及びその保護者（事前に申し込みをした方） 

 

 

 

今後の方針  

 



教 育 委 員 会 情 報 連 絡 

平成２５年１２月９日 

件 名 
認可保育園以外の保育施設等における３歳児入園希望先意向調査の結果につ

いて 

所管部課名 子ども家庭部 保育計画課 

内 容 

 認証保育所、小規模保育室、家庭福祉員に２歳の児童を預けている保護者あて

実施した平成２６年４月以降の保育状況等に関する意向調査の結果について、下

記のとおり報告する。 

記 

１ 調査実施期間 

  平成２５年９月１３日～９月２４日 

２ 調査対象（施設等）数・調査対象児童数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 施設別集計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育種類
調査
施設

回収数 回収率
調査対象
児童数

回収
児童数

回収率

1 認証保育所Ａ 29 26 89.7% 286 236 82.5%

2 認証保育所Ｂ 12 11 91.7% 75 71 94.7%

3 小規模保育室 17 17 100.0% 103 94 91.3%

小　計 58 54 93.1% 464 401 86.4%

保育種類
調査

家庭福祉員
回収数 回収率

調査対象
児童数

回収
児童数

回収率

4 家庭福祉員 81 78 96.3% 113 107 94.7%

全体
調査対象
児童数

回収
児童数

回収率

合計 577 508 88.0%

保育種類 認可保育園 公立認定こども園 私立幼稚園 認証保育所 その他 小　計

94 0 75 55 12 236

39.8% 0.0% 31.8% 23.3% 5.1% 100.0%

46 1 22 1 1 71

64.8% 1.4% 31.0% 1.4% 1.4% 100.0%

33 0 48 4 9 94

35.1% 0.0% 51.1% 4.3% 9.6% 100.0%

173 1 145 60 22 401

43.1% 0.2% 36.2% 15.0% 5.5% 100.0%

保育種類 認可保育園 公立認定こども園 私立幼稚園 認証保育所 その他 小　計

53 1 49 2 2 107

49.5% 0.9% 45.8% 1.9% 1.9% 100.0%

全体 認可保育園 公立認定こども園 私立幼稚園 認証保育所 その他 合計

226 2 194 62 24 508

44.5% 0.4% 38.2% 12.2% 4.7% 100.0%

4 家庭福祉員

合　計

2 認証保育所Ｂ

小　計

3 小規模保育室

1 認証保育所Ａ



 

【施設別集計 グラフ表示】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方針 各地域における３歳児の保育需要に関する参考資料として活用していく。 

 

【小規模保育室：　94人】

認可保育園
33人
（35.1%）

私立幼稚園
48人
（51.1%）

認証保育所
4人（4.3%）

その他
9人（9.6%）

【認証保育所A：　236人】

認可保育園
94人
（39.8%）

私立幼稚園
75人
（31.8%）

認証保育所
55人
（23.3%）

その他
12人（5.1%）

【認証保育所Ｂ：　71人】
その他
1人（1.4%）認証保育所

1人（1.4%）

私立幼稚園
22人
（31.0%）

（公立）認定
こども園
1人（1.4%）

認可保育園
46人
（64.8%）

【家庭福祉員：　107人】

認可保育園
53人
（49.5%）

（公立）認定
こども園
1人（0.9%）

私立幼稚園
49人
（45.8%）

認証保育所
2人（1.9%）

その他
2人（1.9%）

【全体：　508人】

認可保育園
226人
（44.5%）

（公立）認定
こども園
2人（0.4%）

私立幼稚園
194人
（38.2%）

認証保育所
62人（12.2%）

その他
24人（4.7%）

【調査方法】 

以下の４項目から一つ選択する。 

１ 認可保育園を希望している。 

２ 私立幼稚園を希望している。 

３ 認証保育所を希望している。 

４ その他（           ） 

全体の57％が「保育園」(認可・認証)を希望している。 

※「その他」は、引越予定や検討中など。 

全体の63％が「保育園」(認可・認証)を希望し

ている。 
全体の66％が「保育園」(認可・認証)を希望し

ている。 

全体の半数以上が「幼稚園」を希望している。 「保育園」と「幼稚園」の希望がほぼ半数ずつ

である。 



行 事 実 施 結 果 

１１月１日～１１月３０日   青少年課 

 
月 日 行  事  名 時 間 会 場 主催別 参加者 

11/3（日） 中高生の居場所作り 15：00～18：00 新田地域学習センター 主催 10名 

11/3（日） 青少年の居場所作り 13：30～17：30 保塚地域学習センター 主催 15名 

11/6（水） 中高生の居場所作り 15：00～18：00 新田地域学習センター 主催 5名 

11/9（土） こどもみーてぃんぐ 13：30～16：30 ギャラクシティ 主催 40名 

11/10（日） 
あだち日曜教室 
スポーツ大会 9：30～15：30 島根小学校校庭・体育館 共催 48名 

11/10（日） 中高生の居場所作り 15：00～18：00 新田地域学習センター 主催 10名 

11/13（水） 中高生の居場所作り 15：00～18：00 新田地域学習センター 主催 10名 

11/17（日） 中高生の居場所作り 15：00～18：00 新田地域学習センター 主催 10名 

11/17（日） 青少年の居場所作り 13：30～17：30 保塚地域学習センター 主催 20名 

11/17（日） 中高生の居場所作り（映画作り） 15：00～18：00 ギャラクシティ 主催 14名 

11/19（火） 指導者養成事業（紙芝居） 19：00～21：00 ギャラクシティ 主催 13名 

11/20（水） 中高生の居場所作り 15：00～18：00 新田地域学習センター 主催 10名 

11/23（土） 親子体験ハイキング 9：00～17：15 宮城ゆうゆう公園 主催 30名 

11/24（日） ジュニアリーダースーパー研修会 13：30～16：30 ギャラクシティ 共催 30名 

11/24（日） 中高生の居場所作り 15：00～18：00 新田地域学習センター 主催 10名 

11/24（日） 青少年の居場所作り 13：30～17：30 保塚地域学習センター 主催 20名 

11/27（水） 中高生の居場所作り 15：00～18：00 関三いこい広場 主催 5名 

11/27（水） 中高生の居場所作り 15：00～18：00 新田地域学習センター 主催 10名 

 



行 事 実 施 予 定 

１２月１日～１２月２８日   青少年課 

 
月 日 行  事  名 時 間 会 場 主催別 参加者 

12/1（日） 中高生の居場所作り 15：00～18：00 新田地域学習センター 主催 10名 

12/1（日） 青少年の居場所作り 13：30～17：30 保塚地域学習センター 主催 15名 

12/4（水） 中高生の居場所作り 15：00～18：00 新田地域学習センター 主催 5名 

12/4（水） 中高生の居場所作り 15：00～18：00 関三いこい広場 主催 5名 

12/8（日） あだち日曜教室クリスマスイベント ９：30～16：30 梅島第一小学校体育館 共催 100名 

12/8（日） 中高生の居場所作り 15：00～18：00 新田地域学習センター 主催 10名 

12/8（日） 中高生の居場所作り（映画作り） 15：00～18：00 ギャラクシティ 主催 10名 

12/11（水） 中高生の居場所作り 15：00～18：00 新田地域学習センター 主催 5名 

12/11（水） 中高生の居場所作り 15：00～18：00 関三いこい広場 主催 5名 

12/15（日） 中高生の居場所作り 15：00～18：00 新田地域学習センター 主催 10名 

12/15（日） 青少年の居場所作り 13：30～17：30 保塚地域学習センター 主催 20名 

12/18（水） 中高生の居場所作り 15：00～18：00 新田地域学習センター 主催 5名 

12/18（水） 中高生の居場所作り 15：00～18：00 関三いこい広場 主催 5名 

12/22（火） ジュニアリーダースーパー研修会 13：30～16：30 ギャラクシティ 共催 30名 

12/22（日） 中高生の居場所作り 15：00～18：00 新田地域学習センター 主催 10名 

12/22（日） 青少年の居場所作り 13：30～17：30 保塚地域学習センター 主催 15名 

12/23（月） こどもみーてぃんぐ 13：30～16：30 ギャラクシティ 主催 50名 

12/24（火） 指導者養成事業（紙芝居） 19：00～21：00 ギャラクシティ 主催 10名 

12/25（水） 中高生の居場所作り 15：00～18：00 新田地域学習センター 主催 5名 

12/25（水） 中高生の居場所作り 15：00～18：00 関三いこい広場 主催 5名 

 



                                        別 添 

行 事 実 施 結 果 

１１月１日～１１月３０日 

             公益財団法人足立区生涯学習振興公社 

日時 行  事  名 時 間 会 場 主催別 参加人数 

11/1(金) 放課後子ども教室新任安全管理講習会 10：00～11：30 
子ども支援センター

げんき 
主催 16名 

11/4(月祝) ふれあいコンサート 14：00～15：00 
竹の塚あかしあの杜 

（きずな） 
主催 60名 

11/7(木) 

11(月) 
ふれあい出前寄席企画リーダー会議 13：45～14：30 

ウエルガーデン伊興

園 
主催 延 10名 

11/5.12.19 

(火) 

東京未来大学連携講座 くらしに役立

つ心理学シリーズvol.3 

「エイジングの心理学～サクセスフル

からワンダフルな老いのために～」 

19：00～21：00 生涯学習センター 主催 延 199名 

11/6(水) 

放課後子ども教室スキルアップ研修 

「Bコース 応急手当～よくあるケガの

対応法～」 

10：00～11：30 生涯学習センター 主催 24名 

11/11(月) 

放課後子ども教室における企業連携事

業 イワヤ株式会社連携「おもちゃ講

座」 

14：45～15：45 新田小学校 主催 20名 

11/13.20 

(水) 

おりがみサポーター レベルアップ教

室 
10：00～11：30 生涯学習センター 主催 延 38名 

11/18(月) ふれあい出前寄席 14：00～15：00 伊興園 主催 140名 

11/22(金) 第26回あだちアートリンクカフェ 18：30～20：00 東京芸術センター 主催 19名 

11/27(水) 
放課後子ども教室における東京都連携

事業「尺八ワークショップ」 
14：30～16：30 北鹿浜小学校 共催 24名 

 



行 事 実 施 予 定 

１２月９日～ １月 ８日          

             公益財団法人足立区生涯学習振興公社 

日時 行  事  名 時 間 会 場 主催別 参加予定人数 

12/10(火) 
体験プログラム 

～落語ワークショップ～ 
14：00～15：00 千寿常東小学校 主催 

親子50組 

100名 

12/11(水) ふれあいコンサート 13：30～14：30 
竹の塚あかしあの杜 

（のぞみ） 
主催 60名 

12/16(月) 

コーディネーショントレーニング指導

者スキルアップ講習会～アドバンス編

～（ＣＯＴ総論の復習とその実践） 

19：00～20：45 生涯学習センター 主催 30名 

12/18(水) ふれあいコンサート事前アウトリーチ 10：30～11：00 足立区綾瀬福祉園 主催 50名 

12/18(水) 
スペシャルおはなし会 

～読み語りキャラバンin舎人図書館～ 
15：30～16：10 

舎人地域学習センタ

ー 
主催 60名 

12/20(金) 第27回あだちアートリンクカフェ 18：30～20：00 生涯学習センター 主催 50名 

12/24(火) ふれあいコンサート 13：00～14：00 足立区綾瀬福祉園 主催 50名 

12/25(水) 
マイタウンコンサート 

In Kitasenju Station 
13:30～14：30 北千住駅 南改札口 主催 200名 
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